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4.5 計算条件 

4.5.1 解析モデル 

電源切替盤（CS-12）の解析モデルを図 4-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 諸元 

電源切替盤（CS-12）の主要寸法・仕様を表 4-3 に示す。 
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図 4-1 解析モデル 
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表 4-3 主要寸法・仕様 

評価対象設備 項 目 記 号 値 

電源切替盤 

（CS-12） 

安全上の機能 ― 事故対処設備

機器区分 ― クラス 3

水平方向の据付ボルトスパン 𝑙ଵ 860 (mm)

鉛直方向の据付ボルトスパン 𝑙ଶ 1000 (mm)

壁面から設備機器重心までの距離 𝑙ଷீ 150 (mm)

据付ボルト呼び径 ― M10

据付ボルト材質 ― SS400

据付ボルト温度 ― 40 (℃)

据付ボルトの本数 𝑛 4

壁面の上下側に設けた据付ボルトの片側

本数 
𝑛௧ଵ 2

壁面の左右側に設けた据付ボルトの片側

本数 
𝑛௧ଶ 2

総質量 𝑚 140 (kg)

 

 

4.6 固有周期 

電源切替盤（CS-12）の固有周期は，1質点系振動モデルとして考え，以下の計算式を用い

て算出した。 

 

𝑇 ൌ 2πඨ
𝑚

1000
ቆ

𝑙ଷீ
ଷ

3𝐸𝐼


𝑙ଷீ

𝐴ௌ𝐺ூ
ቇ 

 

電源切替盤（CS-12）の固有周期を表 4-4 に示す。 
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表 4-4 固有周期 

評価対象設備 固有周期 

電源切替盤(CS-12) 0.05(秒)以下 

 

 

5. 評価結果 

構造強度評価結果を表 5-1 に示す。 

ガラス固化技術開発施設（TVF）の電源切替盤（CS-12）の発生応力はいずれも許容応力以下

であることを確認した。 

 

 

表 5-1 構造強度評価結果 

評価対象設備 評価部位 応力分類 
発生応力

(MPa) 

許容応力

(MPa) 
応力比※1 

電源切替盤 

（CS-12） 
据付ボルト

引張 11 280 0.04 

せん断 14 161 0.09 

※1 応力比は，発生応力／許容応力を示す。 
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事故収束対応を維持するための支援 
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1. 支援 

事故収束対応を実施するため，再処理施設内であらかじめ用意された手段（事故対処設備，

予備品，燃料等）により，事故対処を実施し，事故発生後 7 日間は継続して事故収束対応を

維持できるようにする。 

事故発生後 7 日間以降の事故対処を維持するため，事故発生後 6 日間後までに，再処理施

設の事故収束対応を維持するための支援を受けられる体制を整備する。 

事故発生時における外部からの支援については，株式会社ジェー・シー・オー（JCO）の臨

界事故を契機に，東海村・大洗町・鉾田市（旧旭村）及び那珂市（旧那珂町）に所在する 17

の原子力事業者による「原子力事業所安全協力協定」を締結しており，平常時又は緊急事態

発生時に各事業所が相互に協力して対応する体制を整備している。事故発生後，核燃料サイ

クル工学研究所長を本部長とする現地対策本部が発足し，協力体制が整い次第，外部からの

線量当量率測定，空気中の放射性物質濃度測定，汚染検査等の放射線管理業務等を実施する

要員の派遣，防護資機材の手配及びその他の支援を迅速に得られるように支援計画を定める。 
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事故時の計装に関する手順等 
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1. 事故時の計装に関する手順等 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）での事故時において，事故

対処に必要なパラメータ（温度，液位及び密度）を恒設の計装設備により測定できない場合，

可搬型計装設備を用いて当該パラメータを測定することから，可搬型計装設備を用いた測定

手順を整備する。 

 

2. 可搬型計装設備の測定対象 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）において可搬型計装設備

で測定するパラメータを以下に示す。 

高放射性廃液貯槽（272V36）では遅延対策で使用する水を保管しており，液量を確認する

ために液位を測定する。 

濃縮液供給槽（G12V14）は濃縮液槽（G12V12）と常時循環運転（濃縮液供給槽からのオー

バーフロー）を行っており，濃縮液槽と密度は同じになることから，廃液の温度及び液位の

みを測定する。 

高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

・高放射性廃液貯槽（272V31～272V35） ：廃液の温度，液位，密度 

・高放射性廃液貯槽（272V36）  ：液位 

・中間貯槽（272V37 及び V38）  ：廃液の温度，液位，密度 

 

ガラス固化技術開発施設（TVF） 

・受入槽（G11V10）  ：廃液の温度，液位，密度 

・回収液槽（G11V20） ：廃液の温度，液位，密度 

・濃縮器（G12E10）  ：廃液の温度，液位，密度 

・濃縮液槽（G12V12） ：廃液の温度，液位，密度 

・濃縮液供給槽（G12V14） ：廃液の温度，液位 

 

3. 可搬型計装設備の概要 

可搬型計装設備は，廃液の温度，液位及び密度を測定する可搬型の計装設備である。 

可搬型温度測定設備は，既設端子箱内の端子と可搬型計装設備を補償導線で接続し測定す

る。 

可搬型液位測定設備及び可搬型密度測定設備は，既設導圧管に発生する圧力の差を計測す
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るための差圧伝送器やパージメータなどの計器類を接続し測定する。可搬型計装設備による

測定は，外部支援に期待しない期間（7 日間）において適宜実施する。 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）では可搬型計装設備により測定したデータを，データ収集装置

へ伝送する機器類を配備する。 

ガラス固化技術開発施設（TVF）では可搬型計装設備により測定したデータを，常駐する運

転員が現場巡視により確認する。 

 

4. 可搬型計装設備の使用個数及び保管場所 

可搬型計装設備の使用個数について表 1-3-1 に示す。高放射性廃液貯槽（272V31～V35）

では上部と下部の 2 箇所の廃液の温度を可搬型温度測定設備により測定する。 

可搬型計装設備は，設計地震動及び設計津波の影響を受けない高放射性廃液貯蔵場

（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の建家内に，単一故障を考慮した数量を保管す

る。 

 

5. パラメータの測定及び可搬型計装設備への給電手順 

5.1 廃液の温度の測定手順 

廃液の温度は，既設熱電対を用いて既設の熱電対端子箱内の端子に可搬型温度測定設備を

補償導線で接続して測定する。既設熱電対に断線や絶縁不良があった場合は，高放射性廃液

貯蔵場（HAW）では，予備の熱電対と交換した上で測定を行う。ガラス固化技術開発施設

（TVF）では，予備の系統にて測定を行う。可搬型温度測定設備による測定概要図を図 1-4-

1 及び図 1-4-2 に示す。 

 

5.2 液位及び密度の測定手順 

液位及び密度の測定はエアパージ式で行う。既設の導圧管を用いて，既設計装ラックの閉

止箇所と可搬型液位測定設備及び可搬型密度測定設備を仮設ホースで接続し測定を行う。測

定に必要な空気は，可搬型圧縮空気設備又は空気ボンベ等から供給する。可搬型液位測定設

備及び可搬型密度測定設備による測定概要図を図 1-4-3 及び図 1-4-4 に示す。 

 

5.3 可搬型計装設備への給電 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）では可搬型温度測定設備はバッテリーが内蔵されている計器

を使用する。ガラス固化技術開発施設（TVF）では可搬型温度測定設備は電池式の計器を使
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用する。高放射性廃液貯蔵場（HAW）では液位及び密度の測定に使用する可搬型圧縮空気設

備及び測定データを伝送する機器には可搬型発電機により給電する。ガラス固化技術開発施

設（TVF）では液位及び密度の測定に空気ボンベ等を使用し，測定したデータを常駐する運

転員が現場により確認する。 

 

6. 測定データの転送 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）の可搬型計装設備で収集したデータは，ペーパーレスレコー

ダー（データ収集装置）に転送する。なお，ガラス固化技術開発施設（TVF）の可搬型計装

設備の測定データは常駐する運転員が現場巡視で確認し記録する。 
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図 1-4-1 可搬型温度測定設備による測定 概要図 

（高放射性廃液貯蔵場（HAW））  
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図 1-4-2 可搬型温度測定設備による測定 概要図 

（ガラス固化技術開発施設（TVF））  
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図 1-4-3 可搬型液位測定設備及び可搬型密度測定設備による測定 概要図 

（高放射性廃液貯蔵場（HAW））  

セル

セ
ル

現
場
(G

4
4
4
)

制
御

室
(G

44
1
)

記録計

制御盤

主な仕様
・差圧伝送器，パージメータ
・バッテリー内蔵
（最大10年連続使用可能）

・表示機能付き（計測値）ﾊﾟｰｼﾞｴｱ

差圧伝送器
（液位）

閉止プラグ

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽﾚｺｰﾀﾞｰ
（ﾃﾞｰﾀ収集装置）

屋外

可搬型密度
測定設備

計装設備用
可搬型発電機

【液位測定対象（対象貯槽）】
272LR31.1.1（272V31）
272LR32.1.1（272V32）
272LR33.1.1（272V33）
272LR34.1.1（272V34）
272LR35.1.1（272V35）
272LR36.1.1（272V36）
272LRO-37.1（272V37）
272LRO-38.1（272V38）

【密度測定対象（対象貯槽）】
272DR31（272V31）
272DR32（272V32）
272DR33（272V33）
272DR34（272V34）
272DR35（272V35）
272DR37（272V37）
272DR38（272V38）

仮設ホース

※測定対象毎に可搬型液位測定設備及び
可搬型密度測定設備を設置

計装設備用可
搬型圧縮空気

設備等

差圧伝送器
（密度）

可搬型液位
測定設備
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図 1-4-4 可搬型液位測定設備及び可搬型密度測定設備による測定 概要図 

（ガラス固化技術開発施設（TVF））  
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【液位測定対象（対象貯槽）】
G11LIO±W-A+10.1a，G11LIO±W-A+10.1b（G11V10）
G11LIO±W-A+20.1a，G11LIO±W-A+20.1b（G11V20）
G12DI10a，G12LIO±A+10.2b （G12E10）
G12DI12a，G12LIO-A+12.2b （G12V12）
G12LIO±W-A+14.1a，G12LIO±W-A+14.1b（G12V14）

【密度測定対象（対象貯槽）】
G11DI10a，G11DI10b（G11V10）
G11DI20a，G11DI20b（G11V20）
G12DI10a，G12DI10b（G12E10）
G12DI12a，G12DI12b（G12V12，G12V14※）
※G12V14の密度はG12V12の値を用いる

A

指示計

警報設定器

警報装置

制御盤

ﾊﾟｰｼﾞｴｱ

差圧伝送器
（液位）

閉止プラグ

可搬型密度
測定設備

仮設ホース

空気ボンベ等

差圧伝送器
（密度）

可搬型液位
測定設備

主な仕様
・差圧伝送器、パージメータ
・バッテリー内蔵
（最大2年連続使用可能）

・表示機能付き（計測値）

※測定対象毎に可搬型液位測定設備及び
可搬型密度測定設備を設置
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表 1-3-1 可搬型計装設備の使用個数 

No. 設備 保管場所 使用数量 備考 

1 
可搬型温度測定設備 

(V31～V35，V37，V38) 
HAW 建家内 12 式 

V31～V35 は各貯槽 2 式使用，

V37，V38 は各貯槽 1 式使用 

内蔵バッテリーにより 7 日以

上連続測定可能 

2 可搬型液位測定設備（V31～V36） HAW 建家内 6 式 各貯槽で 1式使用 

3 可搬型液位測定設備（V37～V38） HAW 建家内 2 式 各貯槽で 1式使用 

4 可搬型密度測定設備（V31～V35） HAW 建家内 5 式 各貯槽で 1式使用 

5 可搬型密度測定設備（V37，V38） HAW 建家内 2 式 各貯槽で 1式使用 

6 計装設備用可搬型発電機 HAW 建家内 1 基 

計装設備用可搬型圧縮空気設

備及びペーパーレスレコーダ

ー（データ収集装置）への給電

に使用（7日分の燃料を確保） 

7 
計装設備用可搬型圧縮空気設備

又は空気ボンベ 
HAW 建家内 1 式 

測定対象の液位及び密度測定

を行うために必要な仕様の圧

縮空気設備又は 7日以上測定

するために必要な容量の空気

ボンベとする 

8 
ペーパーレスレコーダー 

（データ収集装置） 
HAW 建家内 1 台 

HAW の可搬型計装設備からの

信号を受信できるチャンネル

数を備えた端末とする 

9 ノート PC HAW 建家内 1 台 
データ収集装置のデータの表示

及び保存 

10 可搬型温度測定設備 TVF 建家内 2 式 

G11V10,V20 で 1 式使用 

G12E10,V12,V14 で 1 式使用 

内蔵電池により 7日以上連続

測定可能 

11 
可搬型液位測定設備 

（G11V10，V20） 
TVF 建家内 2 式 

各貯槽で 1式使用 

内蔵電池により 7日以上連続

測定可能 

12 
可搬型液位測定設備 

（G12E10） 
TVF 建家内 1 式 

内蔵電池により 7日以上連続

測定可能 

13 
可搬型液位測定設備 

（G12V12，V14） 
TVF 建家内 2 式 

各貯槽で 1式使用 

内蔵電池により 7日以上連続

測定可能 

14 可搬型密度測定設備 TVF 建家内 4 式 

G11V10,V20/G12E10,V12 

内蔵電池により 7日以上連続

測定可能 

15 空気ボンベ等 TVF 建家内 1 式 
液位及び密度測定を 7日以上

行うために必要な容量とする 
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監視測定等に関する手順等  
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事故時における監視測定手順として，恒設の監視測定設備が使用できない場合に可搬型監

視測定設備により粒子状放射性物質を監視測定する手順を整備する。また，その他の監視測

定設備についても，恒設設備の機能喪失時において監視測定する手順を整備する。 

 

1. 事故時の監視測定等に関する手順等 

事故時における監視測定手順として，恒設の監視測定設備が使用できない場合に可搬型監

視測定設備により粒子状放射性物質を監視測定する手順を整備する。 

事故発生時に主排気筒，第二付属排気筒及び高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリン

グ設備が機能喪失したと判断された場合，可搬型監視測定設備による監視測定に着手する。

具体的には，可搬型監視測定設備を高放射性廃液貯蔵場（HAW）及び第二付属排気筒の排気

モニタリング設備の接続口に接続し，粒子状放射性物質を捕集・測定する。 

 

1.1 可搬型監視測定設備の測定対象 

可搬型監視測定設備による測定対象は粒子状放射性物質である。 

 

1.2 可搬型監視測定設備 

粒子状放射性物質を監視測定する設備は，可搬型ダスト・ヨウ素サンプラである。 

可搬型監視測定設備は，設計地震動及び設計津波の影響を受けない高放射性廃液貯蔵場

（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の建家内に 1 台ずつ配備

する。また，単一故障を考慮し，高放射性廃液貯蔵場（HAW）又はガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟の何れかの建家内に代替え用として 1 台を設置し，合計 3 台の設備を

令和 3年度中に配備する予定である。 

 

1.3 監視測定設備への給電 

可搬型ダスト・ヨウ素サンプラへの給電は可搬型排気モニタリング用発電機を使用する。

発電機の燃料については必要量を確保し，7 日間の連続運転を可能とする。 
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2. 監視測定機能喪失時における手順等 

恒設設備の機能喪失時，監視測定機能を維持するための手順を整備する。放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視測定し，その結果を記録するとともに，風向，風速及びその他

の気象条件を測定し，その結果を記録する。 

 

2.1 監視測定設備 

【放射線監視設備】 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気モニタ及び排気サンプリング設備） 

・高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備（排気サンプリング設備） 

・第二付属排気筒の排気モニタリング設備（排気モニタ及び排気サンプリング設備） 

・可搬型排気モニタリング設備： 可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ 

可搬型トリチウムカーボンサンプラ 

可搬型ガスモニタ 

・環境モニタリング設備：モニタリングポスト及びダスト・ヨウ素サンプラ 

・気象観測設備 

・モニタリングカー 

 

【試料分析関係設備】 

・放出管理分析設備：液体シンチレーション放射能測定装置及び核種分析装置 

・環境試料分析測定設備： 全α放射能測定装置，全β放射能測定装置及び 

核種分析装置 

 

2.2 監視測定手順 

（1）放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

a.排気モニタリング設備による高放射性廃液貯蔵場（HAW）から放出される放射性物質の

濃度の測定 

主排気筒の排気モニタリング設備は平常運転時から排気モニタにより放射性希ガスの

連続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集している。また，高

放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備は平常運転時から放射性物質を連続的

に捕集している。 

主排気筒及び高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，主排気

筒及び高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に
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捕集する。排気モニタの測定値は，分析所安全管理室において指示及び記録し，あらかじ

め設定した値を超えたときは，警報を発する。 

排気モニタによる放射性希ガスの測定及び主排気筒及び高放射性廃液貯蔵場（HAW）の

排気サンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気モニタにより

監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により連続的に捕集

する。 

 

b.可搬型排気モニタリング設備による高放射性廃液貯蔵場（HAW）から放出される放射性

物質の濃度の代替測定 

主排気筒及び高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備が機能喪失したと判

断された場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリ

ング設備）を高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備の接続口に接続し，高放

射性廃液貯蔵場（HAW）から大気中へ放出される放射性ヨウ素，粒子状放射性物質，トリチ

ウム及び炭素-14 を連続的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

なお，主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失したものの，高放射性廃液貯蔵場

（HAW）の排気モニタリング設備の機能が維持されていると判断された場合，高放射性廃

液貯蔵場（HAW）の排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集するとともに，

可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び一部の可搬型排気サンプリング設備）

を高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備の接続口に接続する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング設備への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

なお，高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排気モニタリング設備の接続口については令和 3 年

度中に設置予定，可搬型ガスモニタ及び可搬型サンプリング設備は令和 3年度中に配備予

定である。 

 

c.放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備（液体シンチレーション測定装置及び核種分析装置）は，平常運転時

から主排気筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定している。

放出管理分析設備の機能が維持されていると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主排気筒の排気サンプリング設備又は

可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 
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主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，

定期的又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設備

により放射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物質の濃度を

評価し，記録する。 

 

d.代替の放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備が機能喪失したと判断された場合，手順に着手する。 

 

e.排気モニタリング設備による第二付属排気筒から放出される放射性物質の濃度の測定 

第二付属排気筒の排気モニタリング設備は平常運転時から排気モニタにより放射性希

ガスの連続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集している。第

二付属排気筒の排気モニタリング設備の機能が維持されていると判断された場合，手順に

着手する。 

具体的には，継続して排気モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，排気サ

ンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気モニタの測定値は，分析所安

全管理室において指示及び記録し，放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。 

排気モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設備による放射性物質の

捕集は継続されているため，排気モニタにより監視及び測定並びにその結果の記録を継続

し，排気サンプリング設備により連続的に捕集する。 

 

f.可搬型排気モニタリング設備による第二付属排気筒から放出される放射性物質の濃度

の代替測定 

第二付属排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失したと判断された場合，手順に着手

する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サンプリ

ング設備）を第二付属排気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，第二付属排気筒

から大気中へ放出される放射性ヨウ素，粒子状放射性物質，トリチウム及び炭素-14 を連

続的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング設備への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

なお，可搬型排気ガスモニタ及び可搬型サンプリング設備は令和 3年度中に配備予定で

ある。 
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g.放出管理分析設備による第二付属排気筒から放出される放射性物質の濃度の測定 

放出管理分析設備（液体シンチレーション測定装置及び核種分析装置）は，平常運転時

から第二付属排気筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定し

ている。放出管理分析設備の機能が維持されていると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，第二付属排気筒の排気サンプリング設

備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

第二付属排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した

試料は，定期的又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理

分析設備により放射性物質の濃度を測定し，第二付属排気筒から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を評価し，記録する。 

 

h.代替の放出管理分析設備による第二付属排気筒から放出される放射性物質の濃度の測

定 

放出管理分析設備が機能喪失したと判断された場合，手順に着手する。 

 

i.環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区域境界付近にて，空間放射線量率の

連続監視を行っている。また，ダスト・ヨウ素サンプラは，平常運転時から空気中の放射

性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物質を連続的に捕集し，環境試料分析測定設

備により測定している。環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断された場合，

手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視するとともに，ダス

ト・ヨウ素サンプラにより空気中の放射性物質を連続的に捕集し，環境試料分析測定設備

により測定する。環境モニタリング設備（モニタリングポスト）の測定値は，安全管理棟

において指示及び記録し，空間放射線量率があらかじめ設定した値を超えたときは，警報

を発する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定，ダスト・ヨウ素サンプラによる空気

中の放射性物質の捕集及び環境試料分析測定設備による測定は継続されている。 

 

j.代替の環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

環境モニタリング設備が機能喪失したと判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，代替の環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型モ

ニタリングポスト，ダスト・ヨウ素サンプラの代替として可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ）
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により，周辺監視区域境界付近において，空間放射線量率を測定するとともに，空気中の

粒子状放射性物質を連続的に捕集する。なお，可搬型モニタリングポストは，令和 3年度

中に配備予定である。 

可搬型環境モニタリング用発電機により代替の環境モニタリング設備への給電を行う。 

 

k.モニタリングカーによる空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

モニタリングカーは，事故時に，周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を捕集するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベイメータ及

びダスト・ヨウ素サンプラを備えている。事故時にモニタリングカーの機能が維持されて

いると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングカーにより，周辺監視区域境界付近の空間放射線量率を測定

するとともに空気中の放射性物質を捕集する。 

モニタリングカーによる測定結果は，通信連絡設備により安全管理棟に連絡する。 

 

l.代替の設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

モニタリングカーが機能喪失（搭載機器の測定機能又は車両の走行機能）したと判断さ

れた場合，手順に着手する。 

具体的には，代替の環境モニタリング設備（可搬型モニタリングポスト又はサーベイメ

ータ及び可搬型ダスト・ヨウ素サンプラ）により，周辺監視区域境界付近において，空間

放射線量率を測定するとともに，空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集する。 

 

m.環境試料分析測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料分析測定設備は，平常運転時から再処理施設及びその周辺における環境試料の

分析，放射性物質の濃度を測定している。事故時に環境試料測定設備の機能が維持されて

いると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料分析測定設備により，ダスト・ヨウ素サンプラで捕集し

た粒子状放射性物質の濃度を測定する。 

ダスト・ヨウ素サンプラで捕集した試料は，定期的又は大気中への放射性物質の放出の

おそれがある場合に回収し，環境試料分析測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空

気中の放射性物質の濃度を評価する。 

 

n.代替の環境試料分析測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備が機能喪失したと判断された場合，手順に着手する。 
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具体的には，代替の環境試料分析測定設備（全α放射能測定装置及び全β放射能測定装

置）により，可搬型ダスト・ヨウ素サンプラで捕集した粒子状放射性物質の濃度を測定す

る。 

可搬型発電機による代替の環境試料分析測定設備への給電を行い，放射性物質の濃度の

測定を行う。 

 

(2)風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

a.気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し

ている。事故時に気象観測設備の機能が維持されていると判断された場合，手順に着手す

る。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を

観測し，その観測値を安全管理棟に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測定及びその結果の記

録を継続する。 

 

b.代替の気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計及び雨量計）が機能喪失したと判断さ

れた場合，手順に着手する。 

 

c.可搬型発電機による環境モニタリング設備への給電 

非常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停電電源装置（モ

ニタリングポスト）により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持されていると判

断された場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストについては，自家発電装置により給電する。また，ダ

スト・ヨウ素サンプラについては，可搬型発電機により，給電する。 

 

d.モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

再処理施設から大気中への放射性物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができなくなることを避

けるため，モニタリングポストの検出器カバーに養生シートを被せ，養生する。検出器カ

バーの養生シートは，必要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，必要に応じてモニタリングポスト局
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舎の除染，周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

 

e.代替の環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

再処理施設から大気中への放射性物質の放出により，代替の環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断された場合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，代替の環境モニタリング設備による測定ができ

なくなることを避けるため，あらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，設置する。

検出器カバーの養生シートは，必要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，必要に応じて代替の環境モニタリン

グ設備の除染，周辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

 

f.代替の試料分析関係設備のバックグラウンド低減対策 

代替の試料分析関係設備による試料の測定場所を設備する。 
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1. 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

緊急時対策所は，既設又は津波の浸水影響がない代替の緊急時対策所を使用することを基

本とする。 

大津波警報が発表された場合は，緊急時対策所を防災管理棟から高台にある建家内に設置

する。地震等により既設及び代替の緊急時対策所が使用不可となった場合は, 可搬型の情報

通信設備により外部との通信連絡機能を確保する。事故等に対処する現地対策本部構成員が

外部から物資供給等の支援がない状況においても,7日間活動するために必要な飲料水及び食

料を備蓄する。 

大津波警報発令時に核燃料サイクル工学研究所の南東地区に参集する事故対処要員及び現

場指揮所構成員は，研究所の出入りに南東門を使用する。 

現場との通信，情報集約及び作業指揮をするための現場指揮所については現地対策本部の

近傍に拠点を構築する。このため，現場指揮所と現地対策本部とは伝令等による連絡が可能

となる。 

再処理施設の事故対処要員は，核燃料サイクル工学研究所の南東地区に集合した時点から

人員点呼を行い，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設の蒸発乾固に係る

事故対処を行う。事故対処要員は，高台に位置する資源（水及び燃料）の被災状況を確認し，

現場指揮所に情報を集約する。その後，津波の収束を踏まえ事故対処を行うため，プルトニ

ウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場に事故対処要員を配置し，事故対処を行う。 

事故収束対応を支援するため，放射線管理資機材を南東地区へ計画的に配備し，事故発生

後 7 日間は継続して事故収束対応を維持できるようにする。配備する放射線管理資機材は，

事故対処要員のための個人線量計，防護マスク及び汚染防護衣並びに事故対処時の南東地区，

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の周辺の放射線状況を確認

するための放射線測定器類（サーベイメータ及びダストサンプラ）とする。また，資機材等

の運搬のための放射線管理支援車を配備する。 

現場指揮所においては，外部からの支援がない状況においても 7 日間，活動するために必

要な飲料水及び食料を備蓄する。 
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1. 通信連絡に関する手順等 

事故時の通信連絡手段を確保するため，高放射性廃液貯蔵場（HAW）の監視要員が常駐する

分離精製工場（MP）制御室（G549），ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟制

御室（G240）及び事故対処設備の保管エリア（プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟

駐車場）に可搬型通信設備（簡易無線機，衛星電話等）を配備している。それら可搬型通信設

備については，性能維持施設として維持管理している。 

可搬型通信設備を用いた通信連絡は，可搬型通信設備を使用する通信エリアを設定するこ

とで相互通信可能である。なお，相互通信できない場合には，通信可能なエリアに移動する

等して通信可能である。 

 

1.1 事故対処を行う建家内での通信 

a.高放射性廃液貯蔵場（HAW）建家内の通信 

事故時には，制御室（G441）と事故対処を行うエリア（以下「事故対処エリア」という。）

及び事故対処設備の保管エリアの通信連絡を行う必要がある。 

事故対処エリアは，高放射性廃液貯蔵場（HAW）の屋上，廊下（G449），排気機械室（A422），

操作室（A421），放管機械室（A425），電気室（W461），圧空製造室（G353），操作室（A321），

伝送器室（G444）及び廊下（A124）である。また，事故対処設備の保管エリアは，エアロッ

ク室（G356），廊下（G358）及びトラックエアロック室（A122）である（図 1-1-1 参照）。 

制御室（G441）と事故対処エリア及び事故対処設備の保管エリアは，可搬型通信設備

（簡易無線機）を用いることにより通信が可能であり，廃止措置計画用設計地震動（以下

「設計地震動」という。）及び廃止措置計画用設計津波（以下「設計津波」という。）が重

畳した場合における事故対処に必要な通信手段を確保している。 

 

b.ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟建家内の通信 

事故時には，制御室（G240）と事故対処を行うエリア及び事故対処設備の保管エリアの

通信連絡を行う必要がある。 

事故対処エリアは，ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の屋上，廃気

処理室(A011)，階段室（W060），廃気処理室(A012)，配管分岐室（A024，A025），保守区域

(A028)，ユーティリティ室（A022），原料倉庫(W161)，試薬調整室(A123)，搬送室(A221)，

排気フィルタ室(A211)，放射線計測室（A212），排気機械室(A311)，給気室(W360)及びユー

ティリティ室(W362)である。また，事故対処設備の保管エリアは，トラックロック(W164)，
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給気室（W360），通路（W262），階段室（A021），階段室（W060）及び保守区域(A028)である

（図 1-1-2 参照）。 

制御室（G240）及び隣接する通路（G243），階段室（G147）と事故対処エリア及び事故対

処設備の保管エリアは，可搬型通信設備（簡易無線機）及びトランシーバを用いることに

より通信が可能であり，設計地震動及び設計津波が重畳した場合における事故対処に必要

な通信手段を確保している。 

 

1.2 事故対処に伴う屋外との通信 

a.高放射性廃液貯蔵場（HAW）建家内と屋外の事故対処エリアの通信 

事故時には，可搬型通信設備（簡易無線機）を用いることにより，高放射性廃液貯蔵場

（HAW）建家内の廊下（G449）を通信エリアとすることで，ガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟制御室（G240），技術管理棟 4 階（仮設現場指揮所），事故対処エリ

ア（プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場），事故対処設備の保管エリア（核

燃料サイクル工学研究所の南東地区駐車場（以下「南東地区駐車場」という。）），事故時に

用いる核燃料サイクル工学研究所の燃料及び水の貯蔵箇所（運搬経路を含む。）及び核燃料

サイクル工学研究所南東地区に仮設する緊急時対策所（以下「仮設緊急時対策所」という。）

との通信が可能であり，設計地震動及び設計津波が重畳した場合における事故対処に必要

な通信手段を確保しており，事故対処が可能である（図 1-2-1 参照）。 

 

b.ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟制御室と屋外の事故対処エリア

の通信 

事故時には，可搬型通信設備（簡易無線機）を用いることにより，ガラス固化技術開発

施設（TVF）ガラス固化技術開発棟制御室（G240）を通信エリアとすることで，高放射性

廃液貯蔵場（HAW）建家内，技術管理棟 4階（仮設現場指揮所），事故対処エリア（プルト

ニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場）及び仮設緊急時対策所との通信が可能で

あり，設計地震動及び設計津波が重畳した場合における事故対処に必要な通信手段を確保

しており，事故対処が可能である（図 1-2-1 参照）。  
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図 1-2-1 可搬型通信設備（簡易無線機）の通信範囲 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波の重畳を起因事象とするその他の対応 
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〇地震及び津波の重畳を起因事象とするその他の対応 

地震及び津波の重畳を起因事象とするその他の対応として，津波の遡上状況を監視する屋

外監視カメラを構成する部品が設計地震動により損傷した場合の対応，ガラス固化技術開発

施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の開口部及び建家貫通部からの浸水の防止に係る対応（津

波発生時の浸水防止扉閉操作及び T20 トレンチ建家配管のバルブ閉操作），濃縮器の停止操作

について，有効性評価を行った。 

 

1. 屋外監視カメラの監視機能維持への対処 

（1）はじめに 

屋外監視カメラを構成する部品が設計地震動により損傷した場合は，分離精製工場（MP）

中央制御室に常駐する要員により屋外監視カメラ本体に監視装置等を直接接続すること

で，廃止措置計画用設計津波（以下「設計津波」という。）の遡上波が敷地へ浸入するま

でに監視機能を復旧する。監視機能の復旧手順を図 1-1 に示す。 

屋外監視カメラ本体が損傷し監視機能を維持できない場合は，設計津波の遡上高さを

上回る建家屋上等から分離精製工場（MP）中央制御室に常駐する要員が目視により施設

周辺を監視する代替措置により対応する。 

 

（2）屋外監視カメラの監視機能維持に係る有効性評価 

地震発生から設計津波の遡上波が敷地へ浸入するまでの時間（約 40 分）を考慮し，地

震発生から 30 分以内に分離精製工場（MP）中央制御室に常駐する要員により監視機能を

復旧する。 

対処手順を整備し，訓練により有効性を確認した。 

 

（3）必要な要員及び資源 

・必要な要員：2名 

・必要な資源：ノートパソコン，ポータブル発電機及びカセットボンベ（1 時間当たり

2 本） 

 

（4）有効性評価 

訓練の結果，監視機能の復旧操作に要する時間は 10 分程度であり，目標の 30 分以内

に対して十分な余裕があることを確認した。したがって，屋外監視カメラの監視機能は

設計津波の遡上波が敷地へ浸入するまでに復旧可能である。 

今後，継続して作業員の対処手順の習熟を図る。 
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図 1-1 屋外監視カメラの監視機能復旧概要図 
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2. 津波発生時の浸水防止扉閉操作について 

（1）はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟では，建家外壁の扉及びシャッタ

ー部のうち，T.P.＋14.4 m 以下に位置しているものについては，緊急安全対策として浸水

防止扉を設置している。これらの浸水防止扉の運用状況は，別紙 6-1-3-3-1 「ガラス固化

技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発施設 建家貫通部からの浸水の可能性について」

の表 2-3-1 に示したとおり，通常時は基本的に閉状態となっているが，ガラス固化技術開

発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟とガラス固化技術管理棟との間を接続する連絡通路

に位置する浸水防止扉のみは，運転員及びその他の職員等の通行のため，日中は開状態と

なっている。 

このことから，大津波警報が発令された場合は，津波のガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟内への流入を防止するため，当該浸水防止扉の閉操作を実施する必

要がある。そのため，当該扉の開閉操作を，ガラス固化技術開発施設（TVF）における事故

対処の有効性評価に含め，設計津波が浸入するまでの時間を考慮した上で，作業員による

対応が行えることを確認した。 

 

（2）浸水防止扉の閉操作に関する有効性評価（作業時間の測定） 

本対処について，当該浸水防止扉が開状態となっている時間帯（平日日勤時）において，

大津波警報が発令された場合を想定し，浸水防止扉の閉操作に関する有効性評価（作業時

間の測定）を実施した（図 2-1 及び図 2-2 参照）。平日日勤時における浸水防止扉の操作

は，ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術管理棟 4 階に滞在している日勤作業

者が実施することとしており，当該浸水防止扉の閉操作後，ガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟の建家外壁に位置する全ての浸水防止扉の閉確認を実施し，避難場

所へ退避するまでの時間を測定した。 

なお，設計津波の遡上波が敷地へ浸入するまでの時間（地震発生から約 40 分後）を考

慮し，当該浸水防止扉の閉操作及び作業員の避難場所への退避を 20 分以内に実施するこ

とを目標とした。 

 

（3）浸水防止扉の閉操作に関する有効性評価（作業時間の測定）の結果 

当該浸水防止扉の閉操作及びその他の浸水防止扉の閉確認に係る有効性確認結果を図

2-3 に示す。これらの操作及び避難場所への退避までの時間を測定した結果，12 分となり

目標の 20 分以内で実施できることを確認した。 
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図 2-1 浸水防止扉閉操作の有効性評価概要  

①

②

●浸水防止扉閉操作手順

以下の手順で浸水防止閉操作を実施し，居室から浸水防止扉が設置されている通路（W165）までの移動時間，ガラス固化技術開発
棟外壁の各浸水防止扉の閉確認時間及び避難場所への移動時間をそれぞれ測定した。

大津波警報の発令を受け，
当該浸水防止扉まで移動する。

浸水防止扉の閉操作を実
施する。

屋外に出て，開発棟建家外壁
の浸水防止扉まで移動する。

浸水防止扉が閉状態であ
ることを確認する。

浸水防止扉の閉操作

浸水防止扉の閉確認

項 目 内 容 備 考

実施期間 令和2年11月26日(木)

実施場所
ガラス固化技術管理棟4階居室，通路(W165)，
ガラス固化技術開発施設屋外周辺

実施者 日勤作業者：2名

評価項目
地震発生後，各操作場所への移動及び操作を実施し，想定される津
波襲来時刻までに所定の避難場所へ避難できること。

・想定される津波襲来時刻
地震発生から約40分後

想定状況
当該浸水防止扉が開状態となっている時間帯（平日日勤時）におい
て，大津波警報が発令された場合を想定し，居室に滞在している日
勤作業者が閉操作を実施する。

●浸水防止扉の閉操作の有効性評価

③
浸水防止扉の閉確認後，
避難場所へ速やかに退避する。

避難場所への退避
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図 2-2 浸水防止扉設置場所への移動ルート  



 

 

添
四

別
紙

1
-
1
-
3
6
-
6
 

 

 

図 2-3 浸水防止扉の閉操作の有効性評価結果 

●浸水防止扉の閉操作手順

No. 作業単位 手 順 作業員数
想定時間

（計20分以内）

1 移動
大津波警報発令を受け，保護具を着用した後，浸水防止扉が設
置されている通路（W165）へ移動する。

2名

5分

2 閉操作 開状態の浸水防止扉を操作し，開から閉に切り替える。 2分

3 閉確認 建家外壁の浸水防止扉（通路）が閉状態であることを確認する。 2分

4 閉確認
建家外壁の浸水防止扉（階段室W060，原料倉庫）が閉状態であ
ることを確認する。

2分

5 閉確認
建家外壁の浸水防止扉（階段室A020）が閉状態であることを確
認する。

2分

6 閉確認
建家外壁の浸水防止扉（トラックロック）が閉状態であること
を確認する。

2分

7 移動 避難場所（ガラス固化管理棟3階）へ移動する。 5分

区 分

作 業 時 間 （分）

合 計
（分）

浸水防止扉の閉操作 浸水防止扉の閉確認
退避

（No.7）移動
（No.1）

扉閉操作
（No.2）

扉閉確認
（No.3）

扉閉確認
（No.4）

扉閉確認
（No.5）

扉閉確認
（No.6）

日勤作業者 3 1 1 2 1 1 3 12

●作業時間の測定結果
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3. 津波発生時のバルブ閉操作について 

（1）はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟では，津波による損傷防止として

建家貫通部からの津波による浸水の可能性について調査を実施した。その中で，津波等に

より T20トレンチが浸水し，内部に敷設された配管が損傷した場合，配管内部に水が流入

し，当該配管を通じて建家内が浸水する可能性が考えられたことから，当該配管について

バルブ等の設置状況を調査した。その結果， T20トレンチ内に敷設されている飲料水配管

の元バルブは常時開であることから，対処として津波警報発令時に建家内の図 3-1 に示

すバルブを閉め浸水を防ぐ対応をとる。 

 

（2）バルブの閉操作に関する有効性評価（作業時間の測定） 

本対処について，制御室に常駐している人員が最も少ない状態（ガラス固化技術開発施

設（TVF）の運転停止中の夜間）において，照明が失われた状態（全動力電源喪失時）で，

1 人の作業員のみで照明器具の確保及びバルブの閉操作を実施するとの想定で，当該バル

ブの閉操作に関する有効性評価（作業時間の測定）を実施した（図 3-2 及び図 3-3 ）。 

なお，津波警報発令時にはガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟 3 階

以上のフロアへ避難することが定められており，本対処が避難に影響を与えない時間とし

て，バルブの閉操作の目標時間を 5分に設定した。 

また，上記の有効性確認に加え，バルブの閉操作をガラス固化技術開発施設（TVF）にお

ける事故対処の有効性評価に含め，設計津波が浸入するまでの時間を考慮した上で，作業

員による対応が行えることを確認した。この際，設計津波の遡上波が敷地へ浸入するまで

の時間（地震発生から約 40 分後）を考慮し，当該バルブの閉操作及び作業員の避難場所

への退避を併せて 20分以内に実施することを目標とした。 

 

（3）バルブの閉操作に関する有効性評価（作業時間の測定） 

当該バルブ操作単独の確認結果は，図 3-4 に示すとおり目標の 5分以内で実施できる

ことを確認した。また，当該バルブ操作単独の確認に加え，バルブ閉操作を実施し後，避

難場所へ退避するまでの一連の作業時間を測定した結果，地震発生後から 3 分以内でバ

ルブ閉操作を終了し，その後 5分以内で避難場所へ退避でき，目標の 20分以内で実施で

きることを確認した。 
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図 3-2 バルブ操作の有効性評価概要  

①

②

③

項 ⽬ 内 容 備 考

実施期間 令和2年6⽉15⽇(⽉)〜6⽉19⽇(⾦)

実施場所 制御室(G240)，通路(G243)，ダクトスペース(G145)

対象者 当直要員︓8名，代直要員︓8名 （1名ずつ実施） 当直要員は各班から班員(2名/班
×4班)を選出

評価項⽬ 津波警報発令から5分以内でバルブ閉操作を終了すること。

●バルブ操作の有効性確認

●バルブ閉操作手順

以下の手順でバルブ閉操作を実施し，制御室（G240）からダクトスペース（G145）までの移動時間及び，
ダクトスペース内でのバルブ操作時間をそれぞれ測定した。

津波警報発令を受け，
班長がバルブ閉操作を指示。

制御室に保管されている照明
器具(懐中電灯)を携帯する。

ヘルメット等の保護具を
着用する。

ダクトスペースまで移動
する。

ダクトスペースに進入し，
当該バルブの位置を確認する。

当該バルブの閉操作を実
施する。

移動時間の測定

バルブ操作時間の測定
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図 3-3 バルブ設置場所への移動ルート及びバルブ外観 
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図 3-4 バルブ操作の有効性評価結果 
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4. 濃縮器の停止操作について 

（1）はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）において，ガラス固化処理運転中の濃縮器では，約 7

時間/日の頻度で高放射性廃液の蒸発濃縮操作を行っており，この濃縮操作中は高放射性

廃液が沸騰状態である。この濃縮操作中に全動力電源喪失が起こった場合，設計津波到

来までの時間に停止操作として，当直の運転員により施設内に保有する純水をバルブ開

閉操作により約 0.2 m3給水し，高放射性廃液の沸騰を停止するとともに，再沸騰までの

時間（約 26 時間）を確保する。濃縮器の停止操作の概要図を図 4-1 に，停止操作場所

までの移動ルート図を図 4-2 に示す。 

 

（2）濃縮器の停止操作に関する有効性評価 

濃縮器の停止操作は，ガラス固化技術開発施設（TVF）のガラス固化処理運転中に 24 時

間常駐する運転員 10 名により実施する。 

停止操作に必要な資源は，施設内の洗浄液調整槽及び純水貯槽に保有する純水を使用

する。濃縮器への給水量約 0.2 m3に対し，ガラス固化処理運転中には洗浄液調整槽に約

0.2 m3以上，純水貯槽に約 8 m3以上の水を保有することから，停止操作に必要な量を満

たす。 

また，これら水を保有する洗浄液調整槽及び純水貯槽は，設計地震動及び設計津波に

対して健全性が維持されるガラス固化技術開発施設（TVF）に配備しており，設計地震動

が作用した場合においても，必要な機能が喪失しない設計（添四別紙 1-1-30 「廃止措置

計画用設計地震動に対して耐震性を確保すべき設備（事故対処設備）」参照）である。 

津波警報発令時に設計津波が敷地へ浸入するまでの時間（地震発生から約 40 分後）を

考慮した上で，作業員による対応が行えることを確認した。濃縮器の停止操作の着手か

ら完了までに要する合計時間は，表 4-1 のタイムチャートから約 15 分であり，設計津波

が浸入するまでの時間約 40 分以内に実施可能であることを確認した。 
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図 4-1 濃縮器の停止操作概要図  
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図 4-2 停止操作場所までの移動ルート  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震及び津波以外の事象に対する 

安全機能維持等に係る対応 
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〇地震及び津波以外の事象に対する安全機能維持等に係る対応 

起因事象として選定した地震及び津波以外の事象（竜巻，火山及び森林火災）に対して安

全機能を維持するために必要な対応のうち，地震及び津波の重畳を起因事象とする対応に含

まれない以下の対応について有効性を確認した。今後必要に応じて，実効性を検証する。 

 

・設計竜巻により発生する設計飛来物の衝突に対する屋外設備（放出経路）の機能回復へ

の対応 

・森林火災に対して高放射性廃液貯蔵場（HAW），ガラス固化技術開発施設（TVF）等を防護

するための防火帯の設置に係る対応 

・森林火災等の外部火災を起因としたばい煙や有毒ガスの発生に対して制御室の居住性を

確保するための対応 
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1. 放出経路の維持のための対処 

（1）概要 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟

の屋上に設置している換気系ダクトが設計竜巻によって生じた設計飛来物（鋼製材）との

衝突により損傷した場合には，応急的措置により復旧することとしている。換気系ダクト

の損傷に対しては，損傷の状態を想定した上で，補修に必要となる資材等をあらかじめ確

保し，1 週間を目途に速やかに応急的措置を実施し復旧させる方針である。 

換気系ダクトが損傷した場合における応急的措置に係る有効性を以下に示す。 

 

（2）有効性の評価方法 

設計竜巻が襲来した場合においても，以下のことが実施できることを確認する。 

①換気系ダクトの損傷を検知でき，速やかに補修要員を確保できること。 

②応急的措置の資材等が竜巻の影響を受けない場所に配備されていること。 

③応急的措置に要する作業時間に時間裕度があること。 

 

（3）有効性の評価結果 

①損傷の検知及び補修要員の確保 

竜巻の影響を受ける屋外の換気系ダクトの損傷は，竜巻襲来後の目視点検により容易

に検知でき，損傷を確認した場合は，緊急通報連絡体制により速やかに補修要員を確保

できる体制となっていることを確認した。 

 

②応急的措置に用いる資材等の配備 

換気系ダクトの応急的措置に使用するダクトテープ等の資材は，設計竜巻の影響を

受けない鉄筋コンクリート造の建家内に保管されていることを確認した。また，今後

拡充等を図る資材についても，設計竜巻の影響を受けない高放射性廃液貯蔵場（HAW）

及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟内に保管する又はそれら施

設から十分離隔した場所に保管することで対応可能であることを確認した。 

 

③応急的措置に要する作業時間 

換気系ダクトの応急的措置に係る作業については，設計竜巻による影響を考慮した

上で，6 日間（別紙参考 6-1-4-4-4-5-2 「屋上に設置されている設備，配管等の損傷時

の復旧方法の考え方について」参照）で可能な見通しがあることを確認している。 
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以上のとおり，換気系ダクトが損傷したとしても，速やかに検知，補修要員の確保が

でき，補修資材により 6 日程度で応急的措置が実施できる見通しである。今後，資機材

等の拡充を図るとともに，対応手順を整備し訓練により習熟を図る。 
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2. 防火帯における延焼防止のための対処 

（1）概要 

高放射性廃液貯蔵場（HAW），ガラス固化技術開発施設（TVF），第二付属排気筒及びプ

ルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場に配備する事故対処設備については，

周囲に防火帯を設置して森林火災から防護する。 

森林火災が発生した場合には，森林火災が防火帯の外縁に到達するまでに，防火帯上に

散水する延焼防止活動を行う。 

森林火災時に行う防火帯上の延焼防止活動の有効性を以下に示す。 

 

（2）有効性の評価方法 

森林火災発生時に以下のことが実施できることを確認する。 

①森林火災を検知でき，速やかに延焼防止活動を行う要員を確保できること。 

②延焼防止活動を行う設備が配備されていること。 

③森林火災到達時間までに延焼防止活動（消防ポンプ車等からの散水）が行えること。 

 

（3）有効性の評価結果 

①森林火災の検知及び要員の確保 

核燃料サイクル工学研究所内には，夜間，休日においても警備員等が常駐しており森

林火災の検知は可能である。また，核燃料サイクル工学研究所に消防班員（常駐隊 4名）

が常駐していることを確認した。 

 

②応急的措置に用いる資材等の配備 

核燃料サイクル工学研究所には消防ポンプ車を 4台配備している。このうち 2台につ

いては，核燃料サイクル工学研究所の正門警備所（常駐隊 4名の常駐場所）に近接する

正門車庫に配備しており，速やかに常駐隊により操作が可能であることを確認した。 

 

③延焼防止活動に要する作業時間 

以下に示すとおり，森林火災が到達するまでに延焼防止活動（消防ポンプ車からの散

水）を実施できる見通しがあることを確認した。 

（a）森林火災の到達時間 

森林火災が最も早く再処理施設境界に到達する時間は，南方向の核燃料サイクル工

学研究所敷地（道路沿い）を発火点とした場合の約 40 分である（別添 6-1-4-8 「高放

射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の森
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林火災影響評価に関する説明書」参照）。 

 

（b）延焼防止活動（消防ポンプ車からの散水）に要する時間 

森林火災の検知までに 10 分程度要すると仮定する。出動要請により，常駐隊 4 名

が正門車庫の消防ポンプ車を運転し，防火帯（上記の評価において発火点との最短距

離の位置）まで，舗装された道路約 1 km を移動する時間として 10 分程度以内，消防

ポンプ車から散水作業の開始までに 10 分程度以内で可能と考えていることから，森

林火災の発生から延焼防止活動（消防ポンプ車からの散水）の開始までに 30 分以内

で対応できる見通しである。 

 

以上のとおり，森林火災が発生したとしても速やかに検知し，消防班員（常駐隊）に

より，30 分以内で延焼防止措置（消防ポンプ車からの散水）が実施できる見通しである。

今後，事故対処設備を保管するプルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場の

地盤改良工事後に防火帯を設置することから，防火帯の整備後に訓練により習熟を図る。 
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3. 制御室に対する安全機能維持のための対処 

（1）はじめに 

外部火災等を起因としたばい煙や有毒ガスの発生に対するガラス固化技術開発施設

（TVF）ガラス固化技術開発棟制御室の安全対策として可搬型の換気設備（仮設送風機，

フィルタ及びダクト等）を配備し，運転員がとどまれるよう換気対策を行うこととしてい

る。本対策について，「別紙 6-1-10-1-3-2 ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技

術開発棟制御室の換気対策の有効性評価について」に基づき，順次有効性確認を実施して

いる。 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟制御室の換気対策は，①制御室

等への外気の流入防止措置，②外気取入れ及び排気用接続パネルの設置，③可搬型換気設

備による内部循環換気及び④可搬型換気設備による外気取入れにより構成されている。 

このうち①制御室等への外気の流入防止措置について訓練を実施し，当該作業の有効性

確認を実施した。その他，②外気取入れ及び排気用接続パネルの設置，③可搬型換気設備

による内部循環換気及び④可搬型換気設備による外気取入れの有効性については，現状配

備されている緊急安全対策の可搬型設備や手順を参考に模擬操作訓練を実施し，問題なく

実施が可能であることを確認した。今後，新規設備の配備後に実効性を検証する。 

 

（2）制御室等への外気の流入防止措置に関する有効性評価（作業時間の測定） 

本対策について，制御室に常駐している人員が最も少ない状態（3人：ガラス固化技術

開発施設（TVF）の運転停止中の夜間）において，照明が失われた状態（全動力電源喪失

時）で，3人の作業員のみで照明器具の確保及び給排気用ダンパの閉操作を実施するとの

想定で，当該ダンパの閉操作に関する有効性評価を実施した（図 3-1 及び図 3-2 参照）。 

なお，既往の外部火災による影響評価の結果から，有毒ガス等が発生した場合はガラス

固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟制御室については，30 分以内に給気ダン

パを閉止して外気と隔離することを対策としていることから，安全側に考慮し，給気ダン

パの閉操作の目標時間は 10 分に設定した。 

 

（3）制御室等への外気の流入防止措置に関する有効性評価（作業時間の測定）の結果 

当該ダンパ操作単独の確認結果を図 3-3 に示す。制御室への給気ダンパの閉操作は 10

分以内で対応可能であり，その他の排気ダンパの閉操作の時間を考慮した場合であっても，

30 分以内での対応が可能であることを確認した。今後，当該ダンパの閉操作については

訓練により習熟を図る。  
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図 3-1 外気の流入防止措置の有効性評価概要 
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図 3-3 外気の流入防止措置の有効性評価結果 
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地震及び津波以外の事象に対する事故対処について
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1. 概要 

再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある地震及び津波以外の外部からの衝撃とし

ては，設計竜巻，廃止措置計画用火山事象（以下「火山事象（降下火砕物）」という。）及び

外部火災（森林火災）がある。 

それらに対しては，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の重要

な安全機能が喪失しないよう，リスクに応じた対策を施す。 

ただし，設計竜巻に対しては，建家開口部の閉止措置を実施する計画であるが，屋外設備

等は設計飛来物の影響を受ける（別紙参考6-1-4-4-4-5-2 「屋上に設置されている設備，配

管等の損傷時の復旧方法の考え方について」参照）ため，機能喪失を伴うことを前提として

有効性評価を実施する。 

 

2. 基本方針 

設計竜巻，火山事象（降下火砕物）及び外部火災（森林火災）に対しては，発生頻度が低い

ことから，地震及び津波との重畳を想定せず，以下の方針に従い，重要な安全機能を損なわ

ないようにする。 

・ 設計竜巻に対しては，可搬型事故対処設備の分散配置等を行う（別添6-1-4-1 「再処

理施設の竜巻対策の基本的考え方」参照）。また，屋外冷却塔の機能喪失に対しては未

然防止対策①，①-1，①-2以外の安全対策により崩壊熱除去機能を回復する。 

・ 火山事象（降下火砕物）に対しては，可搬型事故対処設備を屋内に設置する，あるいは

屋外に設置する場合はカバー等を設けるとともに降灰が観測された場合には堆積物の

除去等の対策を行う（別添6-1-4-5 「再処理施設の火山事象対策の基本的考え方」参

照）。 

・ 外部火災（森林火災）に対しては，可搬型事故対処設備の配置場所に適切な防火帯を

設ける（別添6-1-4-7 「再処理施設の外部火災対策の基本的考え方」参照）。 

 

3. 評価方法 

基本方針に従い可搬型事故対処設備を分散配備することで，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及

びガラス固化技術開発施設（TVF）の重要な安全機能を担う恒設設備が機能喪失したとしても，

使用可能な核燃料サイクル工学研究所内の水・燃料を保有するその他設備等（以下「その他

設備」という。）により，竜巻，火山事象（降下火砕物）及び外部火災（森林火災）を起因と

した事故に対して事故対処が可能なことを評価する。 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の安全機能を担う事故対

処設備等の配置の概要図を図3-1 に示す。 

 

4. 外部衝撃に対する事故対処に係る評価 

4.1 設計竜巻に対する評価 

電源に係る設備の配置図を図4-1 に，燃料に係る設備の配置図を図4-2 に，水源に係る設

備の配置図を図4-3 に，水の送液（運搬）又は冷却に係る設備の配置図を図4-4 に，蒸気に

係る設備の配置図を図4-5 に示す。 
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別添6-1-4-3 「設計飛来物の設定に関する説明書」で設定した設計飛来物（鋼製材）の水

平飛来距離は，TONBOSにより評価すると約170 mである。高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガ

ラス固化技術開発施設（TVF）の重要な安全機能を担う恒設設備から170 m以上離れている事

故対処設備又はその他設備は，恒設設備と同時に機能喪失せず，事故対処に用いることがで

きる。また，高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技

術開発棟の建家外郭により竜巻防護可能な建家内の事故対処設備は設計竜巻の影響を受け

ない。その他設備のうち地下埋設の静的設備は設計竜巻の影響を受けたとしても，水又は燃

料を保持できることから，事故対処に用いることができる。 

なお，アクセスルートの確保については，建家外の設計飛来物による飛散物の除去に係る

対処は，津波（地震との重畳を含む。）のがれき撤去に係る対処と比べて，再処理施設の被

害状況が限定的で，かつ対処が容易であることから，津波（地震との重畳を含む。）の対応

に包含される。 

 

4.2 火山事象（降下火砕物）に対する評価 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の重要な安全機能を担う

恒設設備は，火山事象（降下火砕物）の除去等の対策を実施することにより，安全機能を損

なうおそれはない（別添6-1-4-6 「高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設

(TVF)ガラス固化技術開発棟の火山事象対策に関する説明書」を参照）。仮に，高放射性廃液

貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の重要な安全機能を担う恒設設備の機能

が喪失した場合においても，火山事象（降下火砕物）に耐えうる高放射性廃液貯蔵場（HAW）

及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の建家内に保管する事故対処設備

は，同時に機能喪失することはない。 

また，降下火砕物が継続したとしても，建家の入気ガラリヘのフィルタ設置や交換用入気

フィルタの準備を行うこと，建家外で使用する事故対処設備に対してはフィルタ交換，フー

ド設置等の措置を行うことにより，事故対処に用いることができる。 

なお，アクセスルートの確保については，建家外の降下火砕物の除灰に係る対処は，津波

（地震との重畳を含む。）のがれき撤去に係る対処と比べて，対処広範が広くなるものの，

降下火砕物の堆積速度が緩やかであること，堆積厚さが50 ㎝と限定的であること，がれきに

比べて除灰が容易であることから，津波（地震との重畳を含む。）の対応に包含される。 

 

4.3 外部火災（森林火災）に対する評価 

事故対処設備等の配置と防火帯の関係を図4-6 に示す。 

防火帯内側の高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の事故対処

設備等は，森林火災により機能喪失せず，事故対処に用いることができる。また，地下埋設

の静的設備は外部火災（森林火災）の影響を受けたとしても，水又は燃料を保持できること

から，事故対処に用いることができる。 

なお，外部火災（森林火災）に対するアクセスルートの確保に係る対応はない。 
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5. 評価結果のまとめ 

設計竜巻，火山事象（降下火砕物）及び外部火災（森林火災）に起因する事故に対しては，

外部事象により影響を受けない事故対処設備等を適切に組み合わせること等により対処可能

である。 

また，これら事象に対するアクセスルート確保に係る対応は，津波（地震との重畳を含む。）

時のアクセスルートの確保に係る対応に包含される。
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図 3-1 高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）の安全機能を担う事故対

処設備等の配置の概要図  
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図 4-1 電源に係る設備の配置図 
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図 4-2 燃料に係る設備の配置図 
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図 4-3 水源に係る設備の配置図  
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図 4-4 水の送液（運搬）又は冷却に係る設備の配置図  
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図 4-5 蒸気製造に係る設備の配置図  
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図 4-6 事故対処設備等の配置と防火帯の関係図 
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可搬型事故対処設備の固縛対策等の方針  
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1. 概要 

事故対処設備のうち屋外配備の可搬型事故対処設備は，廃止措置計画用設計竜巻（以下「設

計竜巻」という。）の襲来時においても飛散しないよう，固定又は固縛対策（以下「固縛対策

等」という。）を施す。 

固縛対策等に係る構成要素については，設計竜巻による風圧力による荷重及び常時作用す

る荷重を組合わせた荷重（以下「設計荷重」という。）が作用した場合であっても，その状態

を維持するために必要な構造強度を有するものとする。 

 

2. 基本方針 

屋外配備の可搬型事故対処設備のうち，小型でありコンテナ等に収納可能なもの（以下

「固定対象設備」という。）はコンテナ等を固定材によりコンクリート基礎部に固定する。

大型であり屋外に直接配備するもの（以下「固縛対象設備」という。）については，連結材

を用いてコンクリート基礎部に固定する固定材に固縛する。 

固縛対策等を構成する要素（固定材及び連結材）に設計荷重が作用したとしてもそれらの

強度が許容限界を超えない設計とする。 

 

2.1固縛対策等の対象の設定 

屋外配備の可搬型事故対処設備については保管方法を考慮し，設計竜巻による飛散評価

（「添付資料6-1-4-3-2 計算プログラム（解析コード）TONBOSの検証等について」参照）を

実施する。飛散評価の結果，高放射性廃液貯蔵場（HAW），ガラス固化技術開発施設（TVF）及

び事故対処を行うプルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場に到達するおそれが

ある場合には，固縛対策等を実施する。 

固定対象設備は，可搬型事故対処設備を収納するコンテナ等に対して設計荷重を設定し，

コンテナ等の浮き上がり又は横滑りが生じないように固定する。 

固縛対象設備は，それぞれの固縛対象設備に対して設計荷重を設定し，固縛対象設備の浮

き上がり又は横滑りが生じないよう固縛する。 

可搬型事故対処設備の配備箇所と対策方法について表2-1に示す。 

 

2.2 固縛対策等の構造 

2.2.1 固定対策 

固定対象設備は，コンテナ等が受ける浮き上がり荷重及び横滑り荷重を，固定材（アンカ

ーボルト）を介して，コンクリート等の基礎部で拘束する構造とする。 

コンテナ等の固定対策の概要図を図2-1に示す。 

 

2.2.2 固縛対策 

固縛対象設備は，固縛対象設備が受ける浮き上がり荷重及び横滑り荷重を，連結材とし

て，ワイヤーロープ又はスリング（以下「ワイヤーロープ等」という。），ターンバックル

又はラッシング（以下「ターンバックル等」という。）及びシャックルを用いて，固定材

（アイプレート付きアンカープレート及びアンカーボルト）を介して，コンクリート等の基
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礎部で拘束する構造とする。ワイヤーロープ等には余長を持たせない設計とする。 

なお，必要に応じて，固縛対象設備にワイヤーロープ等を巻き付けて固縛対象設備を拘束

する構造とする。 

固縛対象設備の固縛対策の概要図を図2-2に示す。 

 

 

 
図2-1 コンテナ等の固定対策の概要図 

 

 
図2-2 固縛対象設備の固縛対策の概要図 

 

3. 評価方針 

固縛対策等の強度評価は，設計荷重が連結材及び固定材に作用することにより，評価対象

部位に作用する荷重等が許容限界に収まることを評価する。評価対象部位の強度評価は，固

縛対策等の構造を踏まえ，設計荷重の作用方向等を考慮する。 

強度評価のフローを図3-1に示す。 

 

固定対象設備 

 

コンテナ等 

コンクリート基礎等 

アンカーボルト 

固縛対象設備 

シャックル 

コンクリート基礎等 

ワイヤーロープ等 

アンカープレート 
ターンバックル等 アイプレート 

アンカーボルト 
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図3-1 固定固縛対策の強度評価フロー 

 

4. 荷重及び荷重の組合せ 

固縛対策等の強度評価に用いる設計荷重は，設計竜巻の最大水平風速による風荷重がコン

テナ等又は固縛対策設備に作用した場合に，固定材又は連結材の浮き上がり又は横滑りの挙

動を拘束するために必要とする荷重とする。 

浮き上がりにより固定材又は連結材に作用する垂直荷重については，空力パラメータから

算出した揚力が自重よりも大きい場合に考慮する。 

設計竜巻による風荷重の評価条件を表4-1に示す。 

設計竜巻による風荷重は，コンテナ等又は固縛対象設備の形状及び風荷重の作用方向によ

る見付面積に応じて異なるため，最も厳しくなる方向の風圧力に対して，荷重を設定する。

また，コンテナ等については，固定材の浮き上がり又は横滑りの挙動を拘束するために必要

とする荷重が最も大きくなるようコンテナ等の質量のみを考慮し，収納する可搬型事故対処

設備の質量は考慮しないものとする。 

 

表4-1 設計竜巻による風荷重の評価条件 

最大水平速度 

𝑉（m/s） 

設計用速度圧 

𝑞（N/m2） 

空気密度 

𝜌（kg/m3） 

ガスト影響係数 

𝐺（－） 

100 6130 1.226 1.0 

 

4.1 荷重の種類 

（1） 常時作用する荷重𝐹ௗ 

常時作用する荷重は，持続的に生じる荷重である自重とする。 

 

（2） 設計竜巻の風圧力による荷重𝑊௪ 

設計竜巻の風圧力による荷重は，コンテナ等又は固縛対象設備に発生し，固定材及び

連結材に作用する。設計竜巻の最大風速は水平方向の風速であり，これによりコンテナ

等又は固縛対象設備は横滑り荷重を受け，また，鉛直方向に対しても，風圧力により揚

設計竜巻による荷重の算出 

評価対象部位の選定 

荷重の組合せの設定 

固縛対策等の構成要素に作用する荷重及び応力計算 

設定する許容限界との比較 
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力が発生し，浮き上がりが生じるような荷重（鉛直方向の荷重）を受ける。 

 

4.2 固縛対策等の対象の設定 

（1） 浮き上がり荷重𝑃 

浮き上がり時に発生する荷重𝑃は，設計竜巻によりコンテナ等又は固縛対象設備に発

生する鉛直力である。 

浮き上り荷重は，コンテナ等又は固縛対象設備の形状による空力パラメータを用いて

算出される揚力が自重（𝑚𝑔）を上回る場合に，上向きの力として作用する。 

コンテナ等又は固縛対象設備に作用する揚力は，揚力係数の代わりに保守的な設定と

なる抗力係数を用いることにより保守的に設定された揚力𝐹を用い，空力パラメータ

𝑐𝐴/𝑚 を用いた以下の式より算出する。 

 

𝑃 ൌ
1
2
𝜌𝑚𝑉

ଶ 𝑐𝐴
𝑚

 

 

ここで， 

𝑃：浮き上がり荷重（N） 

𝑚 ：コンテナ等又は固縛対象設備の質量（kg） 
ವ


：コンテナ等又は固縛対象設備の空力パラメータ（m2/kg） 

 

なお，空力パラメータは「東京工芸大学，“平成21～22年度原子力安全基盤調査研究

（平成22年度）竜巻による原子力施設への影響に関する調査研究”，独立行政法人原子

力安全基盤機構受託研究成果報告，平成23年2月」に基づき，以下のとおり算出する。 

 

𝑐𝐴
𝑚

ൌ
1
3

ሺ𝑐ଵ𝐴ଵ  𝑐ଶ𝐴ଶ  𝑐ଷ𝐴ଷሻ

𝑚
 

 

ここで， 

𝑐ଵ，𝑐ଶ，𝑐ଷ：コンテナ等又は固縛対象設備の各軸方向の投影面積と対応す

る抗力係数（塊状の2.0とする。） 

𝐴ଵ，𝐴ଶ，𝐴ଷ ：コンテナ等又は固縛対象設備の各面の見付面積（m2） 

 

（2） 横滑り荷重𝑃ு 

横滑りに伴い発生する荷重𝑃ுは，設計竜巻によりコンテナ等又は固縛対象設備に発生

する水平力とする。横滑りに伴い発生する荷重𝑃ுは「建築基準法施行令」及び「日本建

築学会 建築物荷重指針・同解説」に準拠して，次のとおり算出する。 

 

𝑃ு ൌ 𝑊௪ ൌ 𝑞𝐺𝐶𝐴 
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ここで， 

𝐶：建築物荷重指針・同解説の部材（正方形）の風力係数 2.1（-） 

𝐴：最大水平風速を受ける前後方向又は側面方向の投影面積のうち，最大とな

る面積（m2） 

 

4.3 荷重の組合せ 

コンテナ等又は固縛対象設備に作用する荷重は，常時作用する荷重𝐹ௗ，浮き上がり荷重

𝑃及び横滑り荷重𝑃ுを考慮し組み合わせる。 

コンテナ等又は固縛対象設備と荷重の組合せを表4-2に示す。 

 

表 4-2 コンテナ等又は固縛対象設備と荷重の組合せ 

対象設備 荷重の組合せ（設計荷重） 

コンテナ等又は固縛対象設備 𝐹ௗ＋𝑃＋𝑃ு 

 

5. 評価対象部位の選定 

5.1 固定対策 

コンテナ等に風圧力による荷重が作用すると，コンテナ等に風荷重に相当する荷重が伝わ

り，浮き上がり荷重及び横滑り荷重が作用するものの，コンテナ等は固定材により固定され

る。 

固定対策の強度設計においては，最も設計荷重が作用する固定材（アンカーボルト）を評

価対象部位に選定する。 

 

 

5.2 固縛対策 

固縛対象設備に風圧力による荷重が作用すると，固縛対象設備に風荷重に相当する荷重が

伝わり，浮き上がり荷重及び横滑り荷重が作用するものの，固縛対象設備は連結材及び固定

材により固縛される。 

固縛対策の強度設計においては，荷重が作用する連結材（ワイヤーロープ等，ターンバッ

クル等及びシャックル）及び固定材（アンカープレート）のアイボルト及びアンカーボルト

を評価対象部位に選定する。 

 

6. 許容限界 

固縛対策等の許容限界は，評価対象部位ごとに評価内容に応じて設定する。固縛対策等に

要求される機能は，コンテナ等及び固縛対象設備に浮き上がり又は横滑りが発生した場合で

あってもその移動を制限することである。 

そのため，設計竜巻によるコンテナ等及び固縛対象設備の浮き上がり又は横滑りによる移

動を制限し，固定又は固縛状態を維持するために必要な強度を有するものとする。 

 

6.1 固定対策（アンカーボルト）の許容限界 
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アンカーボルトは，設計荷重に対し，アンカーボルトの引抜き又は破断が生じない設計と

する。固定対策のアンカーボルトには接着系アンカーボルトを用いる。 

このため，アンカーボルトの許容荷重は日本建築学会「各種合成構造設計指針」（2010 改

定）の許容荷重計算式を用いて算出した許容荷重を許容限界とする。 

 

6.2 固縛対策の許容限界 

（1） 連結材 

a. ワイヤーロープ等 

ワイヤーロープ等は設計荷重に対し破断が生じない設計とする。このため，ワイ

ヤーロープ等の破断荷重の1/2（安全率2）を許容限界とする。 

 

b. ターンバックル等 

ターンバックル等は設計荷重に対し破断が生じない設計とする。このため，ター

ンバックル等の使用荷重を許容限界とする。なお，使用荷重が設定されていないタ

ーンバックル等を用いる場合は破断荷重の1/2（安全率2）を許容限界とする。 

 

c. シャックル 

シャックルは設計荷重に対し破断が生じない設計とする。このため，シャックル

の使用荷重を許容限界とする。 

 

（2） 固定材（アンカープレート） 

a. アイプレート 

アイプレートは，設計荷重に対し破断が生じない設計とする。このため，「発電

用原子力設備規格設計・建設規格（2012年版）SSB-3100 許容応力」に基づき，供用

状態Dにおける許容応力を許容限界とする。 

 

b. アンカーボルト 

アンカーボルトは，設計荷重に対し引抜き又は破断が生じない設計とする。アン

カーボルトにはスタットボルトを用いる。 

このため，アンカーボルトにおける許容荷重は日本建築学会「各種合成構造設計

指針（2010改定）」の許容荷重計算式を用いて算出した許容荷重を許容限界とする。 

 

7. 強度評価 

7.1 固定対策 

（1） 固定材に作用する検討荷重 

イ) アンカーボルトに作用する引抜き力Rୠ 

コンテナ等にアンカーボルトを施工した場合の評価モデルを図 7-1 に示す。コンテ

ナ等の最大受圧面に風圧力が作用すると仮定した場合，自重による荷重𝑊，風圧力に

よる鉛直方向の荷重F，風圧力による水平方向の荷重Fு及びアンカーボルトに作用す
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る引抜き力Rୠの関係は以下のとおりとなる。 

 

Rୠ ൌ
ሺ𝑊 െ Fሻℓீ െ Fுhீ

ℓ・nଵ
 

 

ここで， 

Rୠ ：アンカーボルトに作用する引抜き力（N/本） 

𝑊：コンテナ等の自重 𝑚𝑔（N） 

𝑔 ：重力加速度 9.80665（m/s2） 

ℓ  ：コンテナ等の最大受圧面からみたアンカーボルトのスパン（m） 

hீ ：コンテナ等の重心位置までの高さ（m） 

nଵ ：引張荷重が作用するアンカーボルト本数（本） 

ℓୋ ：アンカーボルトから収納コンテナ等の重心までの水平距離（m） 

 

ロ) アンカーボルトに作用するせん断荷重Q 

アンカーボルトに作用するせん断荷重Qは，風圧力による水平方向の荷重Fு及アン

カーボルトの総本数Nから以下のとおりとなる。 

 

𝑄 ൌ
Fு
N
 

 

ここで， 

N：アンカーボルト総本数（本） 

 

 

 
図 7-1 コンテナ等の固定材（アンカーボルト）の評価モデル 

 

（2） 固定材の許容荷重 

イ) 接着系アンカーボルト（又はスタットボルト）の許容引張荷重 

Pୟ ൌ 𝑀𝐼𝑁ሺPୟଵ, Pୟଷሻ 
Pୟଵ ൌ 𝜙ଵ・s𝜎・sc𝑎 

最⼤受圧⾯積 
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Pୟଷ ൌ 𝜙ଷ・𝜏・π・𝑑・𝑙 
 

ここで， 

Pୟ ：アンカーボルト 1 本当たりの許容引張荷重（N） 

Pୟଵ：アンカーボルトの降伏により定まる場合の 1 本当たりの許容引張荷重

（N） 

Pୟଷ：アンカーボルトの付着力により決まる場合のアンカーボルトの許容引張

荷重（N） 

𝜙ଵ，𝜙ଷ：短期荷重用の低減係数（𝜙ଵ ൌ 1.0，𝜙ଷ ൌ 2/3） 

s𝜎：アンカーボルトの引張強度（N/mm2）で，s𝜎 ൌ  s𝜎௬とする。 

s𝜎௬：アンカーボルトの規格降伏点強度（N/mm2） 

sc𝑎：アンカーボルトのネジ部有効断面積(mm2)（JIS B 1082）又はスタットボ

ルトの有効断面積(mm2) 

𝜏：へりあき及びアンカーボルトのピッチを考慮したアンカーボルトの引張荷

重に対する付着強度（N/mm2）で次式による。 

𝜏 ൌ 𝛼ଵ ∙ 𝛼ଶ ∙ 𝛼ଷ ∙ 𝜏௩ 
𝛼：へりあき及びアンカーボルトのピッチによる付着強度の低減係数であり

次式による（𝑛 ൌ 1,2,3）。もっとも小さい寸法となる3面を考慮する。 

𝛼 ൌ 0.5 ൬
𝐶
𝑙
൰  0.5 

ただし，
𝐶

𝑙
ൗ  1.0の場合は

𝐶
𝑙
ൗ ൌ 1.0，𝑙  10𝑑の場合は𝑙 ൌ 10𝑑

とする。当該評価では，アンカーボルトからへりあきまでの距離又はアン

カーボルトのピッチを有効埋込み長さより長くすることから，
𝐶

𝑙
ൗ ൌ 1.0

とし，𝛼=1とする。 

𝑙：アンカーボルトの有効埋込み長さ（㎜） 

𝑑：アンカーボルトの径（㎜） 

𝑙：アンカーボルトの強度算定用埋込み長さ。接着系アンカーボルトについ

ては，𝑙 ൌ 𝑙 െ 2𝑑とする（㎜）（図7-2参照）。 

𝜏௩：接着系アンカーボルトの基本平均付着力（N/mm2）であり，接着剤がカ

プセル方式で有機系の場合は10ඥ𝐹 21⁄ とする。 

𝐹：コンクリートの設計基準強度（N/mm2） 
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図7-2 接着系アンカーボルトの有効埋込み長さ𝑙と算定用有効埋込み長さ𝑙 

 

ロ) アンカーボルトの許容せん断荷重𝑞 
𝑞 ൌ 𝑀𝐼𝑁ሺ𝑞ଵ, 𝑞ଶ, 𝑞ଷሻ 
𝑞ଵ ൌ 𝜙ଵ・s𝜎・sc𝑎 

𝑞ଶ ൌ 𝜙ଶ・c𝜎・sc𝑎 

𝑞ଷ ൌ 𝜙ଶ・c𝜎௧・𝐴 
 

ここで， 

𝑞：アンカーボルト 1 本当たりの許容せん断荷重（N） 

𝑞ଵ：アンカーボルトのせん断強度により決まる場合のアンカーボルト 1 本当

たりの許容せん断荷重（N） 

𝑞ଶ：定着したコンクリート躯体の支圧強度により決まる場合のアンカーボル

ト 1本当たりの許容せん断荷重（N） 

𝑞ଷ：定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により決まる場合のアンカー

ボルト 1 本当たりの許容せん断荷重（N） 

𝜙ଶ：短期荷重用の低減係数（𝜙ଶ ൌ 2/3） 

s𝜎：アンカーボルトのせん断強度（N/mm2）で，s𝜎 ൌ 0.7 s𝜎௬とする。 

c𝜎：コンクリートの支圧強度（N/mm2）で，c𝜎 ൌ 0.5ඥ𝐹𝐸とする。 

c𝜎௧：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度（N/mm2）で，𝜎௧ ൌ

0.31ඥ𝐹とする。 

𝐸：コンクリートのヤング率（N/mm2） 

 𝐸 ൌ 21000・൫𝛾 23ൗ ൯
ଵ.ହ

・ට𝐹 20ൗ  

𝛾：コンクリートの気乾単位体積重量（kN/m3） 

𝐴:せん断力方向の側面におけるコーン状破壊面の有効投影面積 

（図7-3参照）で𝐴 ൌ 0.5𝜋𝑐ଶとする。なお，へりあきまでの長さ𝑐を十分

確保することで， 𝑞ଷの評価を省略することができる。本評価において

は，𝑐 =500 mmと仮定し評価している。 
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図7-3 へりあきが有る場合の側面の有効投影面積 

 

（3） アンカーボルトの組合せ荷重の検定 

コンクリートに埋め込まれるアンカーボルトに引張荷重及びせん断荷重が作用す

る場合の組合せ荷重に対する検定は以下のとおり。 

  

൬
Rୠ

Pୟ
൰
ଶ

 ൬
𝑄
𝑞
൰
ଶ

 1 

 

7.2 固縛対策 

固縛対策（連結材及び固定材）に作用する荷重が，連結材及び固定材等1組当たりの許容限

界を超えないことを確認するため，連結材及び固定材等1組当たりに作用する荷重を，浮き上

がり荷重及び横滑り荷重に対して算定する。 

（1） 連結材の評価 

イ) 浮き上がり時に受ける荷重 

固縛対象設備が浮き上がり荷重を受ける際の両側に配置し連結材に作用する荷重

は，以下の式により算定する。浮き上がり時の評価モデルを図7-4に示す。ワイヤー

ロープ等に作用する浮き上がり時の検討荷重𝑇௦とする。 

 

𝑇 ൌ
𝑃
𝑁௦

∙
1

sin𝜃
 

 

ここで， 

𝑇：ワイヤーロープ等に作用する浮き上がり時の検討荷重𝑇௦（N） 

𝑁௦：ワイヤーロープ等の設置総数（本） 

𝜃：ワイヤーロープ等と定着面のなす角度（deg） 
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図 7-4 固縛対象設備の浮き上がり時の評価モデル 

 

ロ) 横滑り時に受ける荷重 

固縛対象設備が横滑り荷重を受ける際の受圧面側に配置したワイヤーロープ等に

作用する荷重は以下の式により算定する。横滑り時の評価モデルを図7-5に示す。ワ

イヤーロープ等に作用する横滑り時の検討荷重𝑇௦とする。 

 

𝑇ு ൌ
𝑃ு
𝑁௦ 2⁄

∙
1

cos𝜃
 

 

ここで， 

𝑇ு：ワイヤーロープ等に作用する横滑り時の検討荷重𝑇௦（N） 

 

 
 

図 7-5 固縛対象設備の横滑り時の評価モデル 

 

ハ) 連結材に作用する引張荷重 

a. ワイヤーロープ等 

ワイヤーロープ等には浮き上がりの荷重𝑇及び横滑りの荷重𝑇ுが同時に作用す

る。ワイヤーロープ等の引張荷重𝑇はそれらの荷重の合計として算出する。 

 

𝑇 ൌ 𝑇  𝑇ு 
 

固縛対象設備 

𝑃 

𝑇 𝑇 
  

𝜃 

固縛対象設備 

𝜃 

𝑃ு 

𝑇ு 

受圧⾯側の 
ワイヤーロープ等 
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ここで， 

𝑇 : ワイヤーロープ等に作用する引張荷重（N） 

 

b. ターンバックル等 

ターンバックル等には浮き上がりの荷重及び横滑りの荷重が同時に作用する。タ

ーンバックル等の引張荷重はワイヤーロープ等に作用する引張荷重𝑇と同じであ

る。 

 

c. シャックル 

シャックルには浮き上がりの荷重及び横滑りの荷重が同時に作用する。シャック

ルの引張荷重はワイヤーロープ等に作用する引張荷重𝑇と同じである。 
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（2） 固定材（アンカープレート）の評価 

イ) アイプレート 

a. アイプレートに作用する荷重 

アイプレートにはワイヤーロープ等を介して引張荷重𝑇を受ける。アイプレート

に作用する荷重は図7-6に示すとおり，引張荷重𝑇のy，z方向の分力として𝐹௧，𝐹௦が

作用する。 

アイプレートに鉛直方向に作用する𝐹௧及び水平方向に作用する𝐹௦は以下の式によ

り算定する。 

 

𝐹௧ ൌ 𝑇・ sin𝜃 

𝐹௦ ൌ 𝑇・ cos 𝜃 

  

ここで， 

𝐹௧ : アイプレートに作用する鉛直方向の荷重（N） 

𝐹௦ : アイプレートに作用する水平方向の荷重（N） 

 

 
 

図7-6 アイプレートの評価モデルの例 

 

b. アイプレートの発生応力 

① アイプレートに作用する引張応力𝜎௧ 

アイプレートに対し，荷重𝐹௧が作用した場合の引張応力𝜎௧は以下のとおり算定

する。 

 

𝜎௧ ൌ
𝐹௧
𝐴
 

 

ここで， 

𝜎௧ : アイプレートに作用する引張応力（MPa） 

𝐴 : アイプレートの引張応力が作用する断面積𝑙 ൈ 𝑑𝑖（㎜2） 

𝑙  :アイプレート長さ (㎜) 

𝑇 𝐹௧ 

𝐹௦ 

𝐿 

z 

ｙ

アイプレート 

アンカープレート 

𝑙 



添四別紙 1-1-39-14 

𝑑𝑖  :アイプレート厚さ (㎜) 

 

 

② アイプレートに作用する曲げ応力𝜎 

アイプレートに対し，荷重𝐹௦が作用した場合の曲げ応力𝜎は以下のとおり算定

する。 

 

𝜎 ൌ
𝐹௦ ∙ 𝐿
𝑍

 

 

ここで， 

𝜎 : アイプレートに作用する曲げ応力（MPa） 

𝐿 : アイプレートの荷重作用点までの高さ（㎜） 

𝑍 : アイプレートの断面係数（㎜3） 

𝑍 ൌ
1
6
𝑏ℎଶ 

𝑏 : 曲げ応力を受けるアイプレートの断面の短辺長さ（㎜） 

ℎ : 曲げ応力を受けるアイプレートの断面の長辺長さ（㎜） 

 

③ アイプレートに作用するせん断応力𝜏 

アイプレートに対し，荷重𝐹௦が作用した場合のせん断応力𝜏は以下のとおり算

定する。 

 

𝜏 ൌ
𝐹௦
𝐴
 

 

ここで， 

𝜏 : アイプレートに作用するせん断応力（MPa） 

 

 

c. アイプレートの許容応力 

① 供用状態Dにおけるアイプレートの許容引張応力𝑓௧ 

 

𝑓௧ ൌ
𝐹

1.5
∙ 1.5 

 

ここで， 

𝑓௧：許容引張応力（MPa） 

𝐹：𝑀𝐼𝑁൫1.2𝑆௬, 0.7𝑆௨൯ 

𝑆௬:材料の設計降伏点（MPa） 
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𝑆௨:材料の設計引張強度（MPa） 

 

② 供用状態Dにおけるアイプレートの許容せん断応力𝑓௦ 

 

𝑓௦ ൌ
𝐹

1.5√3
∙ 1.5 

 

ここで， 

𝑓௦：許容せん断応力（MPa） 

 

③ 供用状態Dにおけるアイプレートの許容曲げ応力𝑓 
𝑓 ൌ 𝑓௧ 

 

ここで， 

𝑓：許容曲げ応力（MPa） 

 

d. 組合せ応力の検定 

以下の組合せ応力を満足すること。 

① アイプレートに作用する垂直応力とせん断応力の組合せ応力𝜎ெ 

アイプレートに対し，発生する組合せ応力𝜎ெは𝜎௧及び𝜏の各応力から以下のと

おり算定する。 

 

𝜎ெ ൌ ඥ𝜎௧ଶ  3𝜏ଶ 
 

𝑓௧  𝜎ெ 
 

ここで， 

𝜎ெ：垂直応力とせん断応力の組合せ応力（MPa） 

 

ロ) スタットボルト 

a. スタットボルトに作用する荷重 

スタットボルトについても，アイボルトと同様な荷重状態を考慮し，作用する方向

の荷重に対して，スタットボルト1本に生じる鉛直荷重𝐹௧ଵ及び水平荷重𝐹௦ଵを算定し，

評価を行う。スタットボルトの評価モデルを図 7-7 に示す。 

スタットボルトに鉛直方向に作用する𝐹௧ଵ及び水平方向に作用する𝐹௦ଵは以下の式

により算定する。 

 

𝐹௧ଵ ൌ
𝐹௧
𝑁


𝐹௦ ∙ 𝐿
ℓ𝑛
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𝐹௦ଵ ൌ
𝐹௦
𝑁

 

  

ここで， 

𝐹௧ଵ:スタットボルトに作用する鉛直方向の荷重（N） 

𝐹௦ଵ:スタットボルトに作用する水平方向の荷重（N） 

ℓ:スタットボルトから荷重重心までの水平距離 （m） 

𝑁:1つのアンカープレートに設ける全スタットボルト数（本） 

𝑛：1つのアンカープレートの引張荷重が作用するスタットボルト数（本） 

 

  
 

図7-7 スタットボルトの評価モデル 

 

b. スタットボルトに作用する許容荷重 

① スタットボルトの許容引張荷重 

Pୟ ൌ 𝑀𝐼𝑁ሺPୟଵ, Pୟଶሻ 
Pୟଵ ൌ 𝜙ଵ・s𝜎・sc𝑎 

Pୟଶ ൌ 𝜙ଶ・c𝜎௧・𝐴 
 

ここで， 

Pୟଶ：定着したコンクリート躯体のコーン状破壊により定まる場合のア

ンカーボルトの許容引張力（N） 

𝐴:コーン状破壊面の有効水平投影面積（㎜2）（図7-8参照）。 

スタットボルトの有効埋込み長さ𝑙よりスタットボルト間のピッ

チが長い場合には，𝐴 ൌ 𝜋ℓሺℓ  𝐷ሻとして求める。 

𝐷：スタットボルトの頭部直径（mm） 

 

𝑇 𝐹௧ 

𝐹௦ 

𝐿 

ℓ 

𝐹௧ଵ 

𝐹௦ଵ 

ℓ 

 

z 

ｙ 

スタットボルト 
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図7-8 スタットボルトの有効水平投影面積 

 

 

② スタットボルトの許容せん断荷重 

𝑞 ൌ 𝑀𝐼𝑁ሺ𝑞ଵ, 𝑞ଶ, 𝑞ଷሻ 
𝑞ଵ ൌ 𝜙ଵ・s𝜎・sc𝑎 

𝑞ଶ ൌ 𝜙ଶ・c𝜎・sc𝑎 

𝑞ଷ ൌ 𝜙ଶ・c𝜎௧・𝐴 

 

c. スタットボルトに引張とせん断を同時に受ける場合の組合せ力 

コンクリートに埋め込まれるスタットボルトとしての引張力及びせん断力の組合

せ力に対する検定は以下のとおり。 

 

൬
𝐹௧ଵ
Pୟ
൰
ଶ

 ൬
𝐹௦ଵ
𝑞
൰
ଶ

 1 
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表 2-1 可搬型事故対処設備の配備場所と竜巻対策の方法 

可搬型事故対処設備 配備場所 対策 備考 

移動式発電機 
PCDF 駐車場 固縛対策  

南東地区 分散配置＊1  

消防ポンプ車 
正門車庫 分散配置＊1  

消防車庫 分散配置＊1  

エンジン付きポンプ，組立水槽及びホー

ス等 

HAW 建家内 建家外郭防護  

TVF 建家内 建家外郭防護  

PCDF 駐車場 固縛対策 固定したコンテナ内に保管 

南東地区 分散配置＊1 固定したコンテナ内に保管 

分岐管，切り替えバルブ等 
HAW 建家内 建家外郭防護  

TVF 建家内 建家外郭防護  

可搬型冷却設備 
PCDF 駐車場 固縛対策  

南東地区 分散配置＊1  

可搬型チラー TVF 建家内 建家外郭防護  

可搬型蒸気供給設備 

（蒸気用ホース等を含む。） 

TVF 建家内 建家外郭防護  

南東地区 分散配置＊1  

ホイールローダ PCDF 駐車場 固縛対策  

油圧ショベル PCDF 駐車場 固縛対策  

可搬型貯水設備 
PCDF 駐車場 固縛対策  

南東地区 分散配置＊1  

不整地運搬車 南東地区 分散配置＊1  

通信設備等 

（簡易無線機，発電機等） 

HAW 建家内 建家外郭防護  

TVF 建家内 建家外郭防護  

PCDF 駐車場 固定対策 固定したコンテナ内に保管 

南東地区 分散配置＊1 固定したコンテナ内に保管 

監視測定設備等 

（可搬型温度測定設備，計装設備用可搬

型発電機等） 

HAW 建家内 建家外郭防護  

TVF 建家内 建家外郭防護  

【略称】 

PCDF 駐車場：プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場 

TVF 建家内 ：ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟の建家内 

HAW 建家内 ：高放射性廃液貯蔵場（HAW）の建家内 

南東地区  ：核燃料サイクル工学研究所南東地区の可搬型事故対処設備を保管するエリア 

 

＊1 飛散評価の結果，設計竜巻により飛散等したとしても，高放射性廃液貯蔵場（HAW），ガラス固化技術開発施設（TVF）

及びプルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場の事故対処設備に影響を及ぼすことがないこと，設計竜巻に

より機能喪失したとしても事故対処が可能であることから固縛対策等は実施しない。 
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事故として選定した蒸発乾固以外の事象への対応 
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〇事故として選定した蒸発乾固以外の事象への対応 

事故として選定した蒸発乾固以外の事象（高放射性廃液の水素掃気（換気を含む。）及び漏

えい）への対応について，有効性評価を行った。 

1. 水素掃気（換気を含む。）に対する安全機能維持への対処 

1.1 高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

（1）はじめに 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）では，ステンレス鋼製の高放射性廃液貯槽（5基）に高放射

性廃液を貯蔵しており，高放射性廃液中の核分裂生成物の崩壊等に伴い発生する放射線に

よる水の放射線分解により発生する水素を圧縮空気により掃気している。 

万一，全動力電源喪失等により水素掃気機能が機能喪失した場合，移動式発電機により

緊急電源接続盤を経由して排風機に給電することで，水素掃気機能の回復を図る対応を行

う必要がある（図 1-1）。 

なお，高放射性廃液貯蔵場（HAW）では，高放射性廃液を貯蔵する高放射性廃液貯槽にお

いて，放射線分解によって発生する水素の濃度の実測を行っている［1］。その結果により，

水素の発生量が少ないことを確認しており，水素濃度が爆発下限界（4％）に至る時間は最

も短いものでも約 2 年であり，時間余裕がある。 

 

（2）水素掃気機能の回復に係る有効性評価（表 1-1～表 1-3，図 1-2） 

夜間休日時間帯に水素掃気機能の喪失が発生したことを想定し，全動力電源喪失及び純

水の供給系統が機能喪失した状態で，高放射性廃液貯槽内の水素濃度が爆発下限界（4％）

に至るまでに，未然防止対策に必要な人員，設備及び燃料を確保し，移動式発電機で緊急

電源接続盤を介して高放射性廃液貯蔵場（HAW）の排風機に給電することで，高放射性廃

液貯槽の水素掃気機能の機能維持が実施できることを訓練により確認し，水素掃気機能に

対する安全機能維持への対処に係る有効性を確認した。 

 

1.2 ガラス固化技術開発施設（TVF） 

（1）はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）では，受入槽，回収液槽，濃縮器，濃縮液槽及び濃縮

液供給槽に高放射性廃液を保有しており，高放射性廃液中の核分裂生成物の崩壊等に伴い

発生する放射線による水の放射線分解により発生する水素を圧縮空気により掃気してい

る。 

万一，全動力電源喪失等により水素掃気機能が機能喪失した場合，移動式発電機により

緊急電源接続盤を経由して排風機に給電することで，水素掃気機能の回復を図る対応を行
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う必要がある。（図 1-3） 

なお，高放射性廃液貯蔵場（HAW）では，高放射性廃液を貯蔵する高放射性廃液貯槽に

おいて，放射線分解によって発生する水素の濃度の実測を行っている［1］。その結果によ

り，水素の発生量が少ないことを確認しており，ガラス固化技術開発施設（TVF）の各貯

槽のうち，水素濃度が爆発下限界である 4％に至る時間は最も短いものでも約 2.8 年で

あり，時間余裕がある。 

 

（2）水素掃気機能の回復に係る有効性評価（表 1-4～表 1-6，図 1-4） 

夜間休日時間帯に水素掃気機能の喪失が発生したことを想定し，全動力電源喪失及び純

水の供給系統が機能喪失した状態で，各貯槽内の水素濃度が爆発下限界である 4％に至る

までに，未然防止対策に必要な人員により，必要な燃料を確保し，移動式発電機で緊急電

源接続盤を介してガラス固化技術開発施設（TVF）の可搬型ブロアに給電することで，各

貯槽の水素掃気機能の機能維持が実施できることを訓練により確認し，水素掃気機能に対

する安全機能維持への対処に係る有効性を確認した。 

 

［1］高放射性廃液から発生する水素の測定及び解析(1) 高放射性廃液貯槽のオフガス中の水素 

濃度測定と評価（2013 日本原子力学会春の年会） 
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図 1-2 水素掃気機能の回復(建家換気系統運転含む。)に係る有効性評価概要 

建家換気系排風機への給電ケー
ブル接続

移動式発電機から緊急電源接続盤
への給電

建家換気系排風機の運転

建家換気系排風機の受電
槽類換気系排風機の電源系統切替
水素掃気ブロワの電源系統切替

槽類換気系排風機の運転

建家換気系排風機への給電ケーブ
ル敷設

水素掃気用ブロワの運転

手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

手順⑥

手順⑦

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

水素掃気流量の調整手順⑧

作業時間の測定

作業時間の測定

移動式発電機から給電後、
換気系設備の運転を指示
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表 1-1 水素掃気機能の回復及び建家換気系回復に係る有効性評価 

 

項目 内容 備考

実施期間 平成27年1月30日（金）～令和元年6月27日（木）

実施場所 高放射性廃液貯蔵場

対象者 運転員*19名 ＊：工程、設備等の運転を行う従業員

評価項目 作業手順④⑥⑦の作業時間の確認

想定状況 未然防止対策の事故対処に必要な最小人員で、必要な電
源を確保し水素滞留防止措置に係る運転操作に要する時
間を確認する。

項目 内容 備考

実施期間 令和元年 6月 27日（木)

実施場所 高放射性廃液貯蔵場

対象者 運転員＊14名 ＊：工程、設備等の運転を行う従業員

評価項目 作業手順②⑤の作業時間の確認

想定状況 未然防止対策の事故対処に必要な最小人員で、建家換気
系設備への給電ケーブル敷設及び接続に要する時間を確
認する。

●水素掃気機能回復に係る有効性評価

●建家換気系回復に係る有効性評価
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表 1-2 換気系統の運転に使用する主な可搬型設備（高放射性廃液貯蔵場（HAW）） 

 

設備 保管場所 使用場所 数量 備考

1 緊急電源盤（建家換気系排風機用） HAW建家内 HAW建家内 1
定格使用電圧：400 V
定格電流：100 A

2 起動盤（建家換気系排風機用） HAW建家内 HAW建家内 1
定格使用電圧：400 V
定格電流：100 A
Y-Δ起動回路

3 電源ケーブル HAW建家内 HAW建家内 1
CV 4c-38sq
緊急電源盤～起動盤：70 m

4 電源ケーブル HAW建家内 HAW建家内 2
CV 4c-38sq
起動盤～排風機端子箱：15 m

5 緊急電源接続盤（HM0） HAW建家内 HAW建家内 1 容量：211.5 kVA

6 外部電源切替盤（H2） HAW建家内 HAW建家内 1 容量：6.9 kVA

7 外部電源切替盤（H1） HAW建家内 HAW建家内 1 容量：44.4 kVA

8 ドラムローラ HAW建家内 HAW建家内 1

9 可動式四面コロ HAW建家内 HAW建家内 30

10 三連コロ HAW建家内 HAW建家内 10

11 四連コロ HAW建家内 HAW建家内 10

12 ケーブルコロ HAW建家内 HAW建家内 50
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図 1-4 ガラス固化技術開発施設（TVF）における水素掃気機能の回復対応に係る有効性評価

概要 

 

 

緊急電源接続盤の電源切替操作

冷却塔及び二次冷却水ポンプの起動

脱湿器の起動

空気圧縮機の起動

可搬型ブロワ，仮設配管及び既設配管の接
続

仮設配管の接続手順①

手順②

手順③

手順④

手順⑤

手順⑥

手順⑦

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

移動式発電機から給電後、
水素掃気機能の回復を指示

可搬型ブロワの起動
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表 1-4 ガラス固化技術開発施設（TVF）における水素掃気機能の回復に係る有効性評価 

 

 

  

項目 内容 備考

実施期間 令和2年8月6,7,31日，9月1～3日

実施場所 ガラス固化技術開発施設

対象者 運転員*4名 ＊：固化処理運転を行う従業員

評価項目 「停電時の対応要領その２（HAW貯槽等の水素滞留防止処
置・冷却処置）」の作業時間の確認

想定状況 水素滞留防止措置を実施するのに必要最小要員数で、必
要な電源を確保し水素滞留防止措置に係る運転操作に要
する時間を確認する。

●水素滞留防止措置に係る有効性評価
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表 1-5 水素掃気機能の回復に使用する主な可搬型設備（ガラス固化技術開発施設（TVF）） 

 

  

設備 保管場所 使用場所 数量 備考

1 緊急電源接続盤（VFB2） TVF建家内 TVF建家内 1

2 外部電源切替盤（CS-11） TVF 屋上 TVF 屋上 1

3 外部電源切替盤（CS-12） TVF 屋上 TVF 屋上 1

4 外部電源切替盤（CS-9） TVF建家内 TVF建家内 1

5 圧縮機操作盤（LP86.1） TVF建家内 TVF建家内 1

6 外部電源切替盤（CS-14） TVF建家内 TVF建家内 1

7 脱湿器操作盤（LP86.3） TVF建家内 TVF建家内 1

8 分電盤（100Vコンセント用） TVF建家内 TVF建家内 1

9 可搬型ブロワ TVF建家内 TVF建家内 1

10 仮設配管（可搬型ブロワ用） TVF建家内 TVF建家内 1式
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2. 漏えいに対する安全機能維持への対処 

2.1 高放射性廃液貯蔵場（HAW） 

（1）はじめに 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）において，高放射性廃液貯槽の閉じ込め機能が喪失し，高

放射性廃液が漏えいした場合，漏えいした高放射性廃液は，高放射性廃液貯蔵セル内に設

置しているステンレス鋼製のドリップトレイに集められ，漏えい検知装置により検知でき

る設計となっている。 

しかし，地震，津波等により全動力電源が喪失した場合は，可搬型セル内漏えい検知設

備を用いて漏えいの有無を確認する必要がある。また，恒設の蒸気設備が停止しドリップ

トレイからの回収に使用するスチームジェットが使用できないことから，喪失した安全機

能を代替する可搬型蒸気供給設備を用いてスチームジェットへ蒸気を供給し，漏えいした

高放射性廃液を回収する（図 2-1-1）。 

 

（2）漏えい液回収に係る有効性評価（評価条件，評価方法） 

蒸気及び純水の供給系統が機能喪失した状態で，遅延対策の事故対処に必要な最少人員

で，必要な燃料及び水源を確保し，可搬型蒸気供給設備で中間貯槽を経由して漏えい液を

他の高放射性廃液貯槽へ移送するとの想定で，漏えい液の回収対応に関する有効性評価

（作業時間の測定）を実施した（表 2-1-1 及び図 2-1-2）。高放射性廃液の漏えい量は，

液移送中の配管から 10 分間漏えいすることを想定し，2 m3とする（スチームジェットの

送液能力：10 m3/h）。 

漏えい液の回収対応に必要な主な可搬型設備を表 2-1-2 に示す。 

また，本対処の有効性を確認するための作業完了までの目標時間として，高放射性廃液

貯槽の温度管理値（60 ℃以下）を踏まえ，全量漏えいした廃液（初期温度 35 ℃）の液温

が 55 ℃に到達するまでの時間（2020 年 8 月 31 日時点での最短時間：21 時間）を設定し

た。 

 

（3）漏えい液回収に係る有効性評価の結果（作業時間の測定） 

表 2-1-3 に示すとおり，可搬型蒸気供給設備の設置から回収した高放射性廃液の移送

（計算値）までの時間は約 11 時間であり，設定した目標時間（21 時間）以内に漏えい液

の回収対応を実施できることを確認した。  
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2.2 ガラス固化技術開発施設（TVF） 

（1）はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）において，高放射性廃液を保有する貯槽の閉じ込め機

能が喪失し，高放射性廃液が漏えいした場合，漏えいした高放射性廃液は，固化セル内に

設置しているステンレス鋼製のドリップトレイに集められ，ドリップトレイに設置してい

る漏えい検知装置により検知できる設計となっている。 

しかし，地震，津波等により全動力電源が喪失した場合は，可搬型セル内漏えい検知設

備を用いて漏えいの有無を確認する必要がある。また，恒設の蒸気設備が停止状態となり，

ドリップトレイからの回収に使用するスチームジェットが使用できないことから，喪失し

た安全機能を代替する可搬型蒸気供給設備を用いてスチームジェットへ蒸気を供給し，漏

えいした高放射性廃液を回収する（図 2-2-1）。 

 

（2）漏えい液回収に係る有効性評価（評価条件，評価方法） 

蒸気及び純水の供給系統が機能喪失した状態で，事故対処に必要な最少人員で，必要な

燃料及び水源を確保し，可搬型蒸気供給設備で漏えい液を受入槽又は回収液槽へ移送する

との想定で，高放射性廃液貯蔵場（HAW）での漏えい液の回収対応に関する有効性（可搬

型蒸気供給設備の設置等共有する作業）を踏まえ評価した（図 2-2-2）。高放射性廃液の

漏えい量は，液移送中の配管から 10 分間漏えいすることを想定し，2 m3とする（スチー

ムジェットの送液能力：10 m3/h）。 

漏えい液の回収対応に必要な主な可搬型設備を表 2-2-1 に示す。 

また，本対処の有効性を確認するための作業完了までの目標時間として，受入槽等の温

度管理値（60 ℃以下）を踏まえ，全量漏えいした廃液（初期温度 35 ℃）の液温が 55 ℃

に到達するまでの時間（2020 年 8 月 31 日時点での 272V35 の廃液を受入，濃縮後の廃液

での最短時間：15 時間）を設定した。 

 

（3）漏えい液回収に係る有効性評価の結果（作業時間の測定） 

表 2-2-2 に示すとおり，可搬型蒸気供給設備の設置から回収した高放射性廃液の移送

（計算値）までの時間は約 10 時間であり，設定した目標時間（15 時間）以内に漏えい液

の回収対応を実施できることを確認した。 
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表 2-1-1 漏えい液の回収に係る有効性評価 

 

項目 内容 備考

訓練内容 可搬型蒸気供給設備の敷設

実施期間 令和2年10月19日（月）～令和2年10月22日（木）

実施場所 ウラン貯蔵所周辺広場（屋外）

対象者 日勤者6名 送液作業は日勤時間に実施するため。

評価項目 作業手順①②③の作業時間の確認

想定状況と
評価内容

未然防止対策の事故対処に必要な最少人員で，必要な燃料
及び水源を確保し，漏えい液の回収に必要な可搬型蒸気設
備の配備及び運転に要する時間を確認する。

項目 内容 備考

訓練内容 漏えい液の回収に必要な蒸気供給系統の敷設

実施期間 令和2年12月4日（金)、令和2年12月14日（月）

実施場所
廊下室(G358),G355(電気室),A321(操作室),A322(換気フィ
ルタ室)

対象者 日勤者10名 送液作業は日勤時間に実施するため。

評価項目 作業手順④⑥の作業時間の確認

想定状況と
評価内容

未然防止対策の事故対処に必要な最少人員で，漏えい液の
回収に必要な蒸気供給系統の確立，対処設備の操作に要す
る時間を確認する。
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図 2-1-2 高放射性廃液貯蔵場（HAW）における漏えい液の回収対応に係る有効性評価概要

蒸気供給用ホースの敷設を行う。

可搬型貯水設備からエンジン付き
ポンプで可搬型蒸気供給設備へ水
を供給する（蒸気設備作動用）。

蒸気を供給しドリップトレ
イから中間貯槽に送液する。

高放射性廃液が漏えいした貯槽の
ドリップトレイの送液用ジェット
及び中間貯槽の送液用ジェットに
蒸気供給用ホースを繋ぐ。

分配器で送液先にレバー
を設定する。

TVFトラックエリアより可搬型蒸
気供給設備及び蒸気供給用ホース
を搬出しHAW建家近傍へ設置する。

蒸気を供給し中間貯槽か
ら送液先の貯槽へ送る。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ドリップトレイで漏えい検知後、
漏えい液の回収作業を指示

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

スチームジェットの
送液能力(10 m3/h)から推定

作業時間の測定

スチームジェットの
送液能力(10 m3/h)から推定
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表 2-1-2 漏えい液の回収に使用する主な可搬型設備（高放射性廃液貯蔵場（HAW）） 

 

 

  

設備 保管場所 使用場所 数量 備考

1
不整地運搬車

（ドラム缶運搬用）
南東地区

PCDF駐車場※1

～燃料貯槽
1 最大積載本数：9本

2 可搬型蒸気供給設備 TVFトラックエリア HAW外回り 1
使用圧力範囲：0.49
～0.88 MPa

3 ディーゼル発電機 TVFトラックエリア HAW外回り 1 三相４線200V 50 Hｚ

4 蒸気用ホース HAW建家内
HAW外回り
～HAW建家内

4
Φ50 耐圧1.8 MPa
100 m（20 m×4本）

5 給水用ホース（消防ホース） TVFトラックエリア
PCDF駐車場※1

～HAW外回り
5 65 A 20 m（約100 m）

6
フレキシブルホース

（燃料供給用）
TVFトラックエリア HAW外回り 1 20 A

7
フレキシブルホース

（アルカリ液ドレン用）
TVFトラックエリア HAW外回り 1 10 A

8 エンジン付きポンプ PCDF駐車場※1 PCDF駐車場※1 1

最大揚程：30 m
揚程:26 m (流量:12 m3/h時）
最大流量：60 m3/h
(HAW屋上スラブEL18.7 m)

9 組立水槽 PCDF駐車場※1 PCDF駐車場※1 1 容量：5 m3

※1 PCDF駐車場：プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)管理棟駐車場
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図 2-2-2 ガラス固化技術開発施設（TVF）における漏えい液の回収対応に係る有効性評価概

要 

 

●漏えい液の回収作業手順

蒸気供給用ホースの敷設を行う。

可搬型貯水設備からエンジン付き
ポンプで可搬型蒸気供給設備へ水
を供給する（蒸気設備作動用）。

蒸気を供給しドリップトレ
イから回収液槽に送液する。

ドリップトレイの送液用ジェット
に蒸気供給用ホースを繋ぐ。

TVFトラックエリアより可搬型蒸
気供給設備及び蒸気供給用ホース
を搬出しHAW建家近傍へ設置する。

①

②

③

④

⑤

ドリップトレイで漏えい検知後、
漏えい液の回収作業を指示

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

作業時間の測定

スチームジェットの
送液能力(10 m3/h)から推定

(HAWと共用）

(HAWと共用）

(HAWと共用）
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表 2-2-1 漏えい液の回収に使用する主な可搬型設備（ガラス固化技術開発施設（TVF）） 

 

設備 保管場所 使用場所 数量 備考

1
不整地運搬車

（ドラム缶運搬用）
南東地区

PCDF駐車場※1

～燃料貯槽
1 最大積載本数：9本

2 可搬型蒸気供給設備 TVFトラックエリア TVF外回り 1
使用圧力範囲：0.49～
0.88MPa

3 ディーゼル発電機 TVFトラックエリア TVF外回り 1 三相４線200V 50Hｚ

4 蒸気用ホース TVF建家内
TVF外回り
～TVF建家内

4
Φ50 耐圧1.8MPa
100 m（20 m×4本）

5 給水用ホース（消防ホース） TVFトラックエリア
PCDF駐車場※1

～TVF外回り
5 65A 20 m（約100 m）

6
フレキシブルホース

（燃料供給用）
TVFトラックエリア TVF外回り 1 20A

7
フレキシブルホース

（アルカリ液ドレン用）
TVFトラックエリア TVF外回り 1 10A

8 エンジン付きポンプ PCDF駐車場※1 PCDF駐車場※1 1

最大揚程：30 m
揚程:26 m (流量:12 m3/h時）
最大流量：60 m3/h
(HAW屋上スラブEL18.7 m)

9 組立水槽 PCDF駐車場※1 PCDF駐車場※1 1 容量：5 m3

※1 PCDF駐車場：プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)管理棟駐車場
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ガラス固化体保管ピットの強制換気のための対応 
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〇ガラス固化体保管ピットの強制換気のための対応 

事故対処として実施するガラス固化体保管ピットの強制換気への対処に対して安全機能維

持を図る。それぞれの対応について有効性評価を行った。 

 

1. はじめに 

ガラス固化技術開発施設（TVF）では，地震，津波等により恒設の電源設備からの給電が停

止し全動力電源喪失した場合においても，ガラス固化体の崩壊熱除去機能を維持するため，

ガラス固化体保管設備を強制換気に復旧し，再処理事業指定申請書に記載の保管セルの除熱

能力（505000 kcal/h：60000 m3/h）を確保する。このため，既設の建家及びセル換気系送排

風機（図 1-1）に，移動式発電機から給電を受けることを可能とするため，新たにプルトニウ

ム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場に必要な容量を有する移動式発電機及び移動式発

電機からの給電を受けるための電源接続盤等を令和 4年 2月までに設置する(図 1-2)。 

自然通風換気状態でガラス固化体の中心温度が固化ガラスの制限値（485℃：ガラスの失透

温度が 500℃±15 ℃であることから安全側に 485℃を制限値とする。）や，保管セルの天井コ

ンクリート温度が「使用済燃料貯蔵施設規格コンクリートキャスク，キャニスタ詰替装置及

びキャニスタ輸送キャスク構造規格」が定める事故時の一般部分の温度制限値（175℃）に達

するまでに，移動式発電機から建家及びセル換気系送排風機へ給電する。 

これら事故対処に係る有効性評価については，令和 4 年 2 月頃の移動式発電機等配備後に

手順書を整備し，プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場の地盤改良工事の進

捗状況を踏まえて，訓練を通じて影響の有無を確認する。 

 

2. 対処の考え方 

事故対処の基本として，最も優先すべきは高放射性廃液の蒸発乾固に係る未然防止対策及

び遅延対策であり，これらの対策を実施した後，ガラス固化体保管ピットの強制冷却を実施

する。 

ガラス固化体保管ピットの強制冷却に使用する設備は，新たにプルトニウム転換技術開発

施設（PCDF）管理棟駐車場に配備する移動式発電機，ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス

固化技術開発棟 3 階に設置する電源接続盤及び電源切替盤であり，蒸発乾固に係る対策に使

用する設備と重複することは無く，干渉しない。 

また，保管ピットの強制換気に使用する移動式発電機は，蒸発乾固対策の未然防止対策①

で使用する移動式発電機と同様の操作であり，蒸発乾固対策で参集する要員で操作は可能で

ある。 

ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟 3階に設置する電源接続盤及び電
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源切替盤の操作については，既設の建家及びセル換気系送排風機の運転切替と同様の操作

であり，これらの手順を参考に模擬操作訓練を実施し，問題なく実施が可能であることを

確認した（表 2-1）。ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟内での操作要員

は 5 名を想定しており，ガラス固化処理運転中以外は常駐する 3 名に加え，事故対処で参

集した要員により対応は可能と考えている（図 2-1，2-2，表 2-2，2-3）。 
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図 1-1 建家及びセル換気系排風機系統図 

 



 

 

添
四

別
紙

1
-
1
-
4
1-
4 

図 1-2 移動式発電機からの電源系統図 

 

  



 

 

添
四

別
紙

1
-
1
-
4
1-
5 

 

図 2-1 移動式発電機からの給電 
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表 2-1 移動式発電機からの給電（訓練実績整理表） 
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表 2-3 主な可搬型設備 



参考資料 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)における 

仮に沸騰に至った場合の 

セシウム-137 換算放出量評価 

  



参考資料 1－1 

1. 仮に沸騰に至った場合の放射性物質の放出量評価 

高放射性廃液は，全動力電源喪失により崩壊熱除去機能を喪失し，蒸発乾固に至るおそれ

が発生したとしても未然防止対策及び遅延対策により崩壊熱除去機能を維持できることから，

高放射性廃液の沸騰には至らないが，仮に高放射性廃液貯槽において高放射性廃液の沸騰に

至った場合の放射性物質の放出量評価を行う。 

仮に崩壊熱除去機能が喪失した場合には，高放射性廃液の温度が崩壊熱により上昇し，沸

騰に至った場合には，液相中の気泡が液面で消失する際に発生する飛まつが放射性エアロゾ

ルとして蒸気と共に気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物質の量が増大す

る｡高放射性廃液貯蔵場(HAW）において，仮に沸騰に至った場合のセシウム-137 換算放出量の

評価を以下に示す｡ 

 

1.1 評価条件 

高放射性廃液の沸騰時の大気中への放射性物質の放出量の評価は，高放射性廃液貯槽が保

有する放射性物質量に対して，気相中に移行する放射性物質の割合，大気中への放出経路に

おける低減割合を乗じて算出する｡沸騰時の放出系統の概要図を図 1-1-1 に，放射性物質の大

気放出過程を図 1-1-2 にそれぞれ示す。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム-137 への換算係数を乗じて，大

気中へ放出された放射性物質の放出量(セシウム-137 換算)を算出する｡セシウム-137 への換

算係数は，IAEA-TECDOC-1162 に示される，地表沈着した放射性物質からのガンマ線による外

部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくにかかる実効線量への換算

係数について，セシウム-137 と着目核種との比から算出する｡ただし，一部の核種は，化学形

態による影響の違いを補正する係数を乗じて算出する｡ 

 

(1) 高放射性廃液の液量及び密度 

高放射性廃液貯槽が内包する溶液の貯蔵量及び密度（2020 年 8 月 31 日時点）を表 1-1-1

に示す。 

 

(2) 放射能量 

「添四別紙 1-1-26 高放射性廃液貯蔵場(HAW)における高放射性廃液の沸騰到達時間の計

算書」と同様。また，高放射性廃液に含まれる Cm-244 の自発核分裂により発生する I-131

（272V31～V35 の合計 2.95×10-2 GBq/日）を考慮する。 

 

 



参考資料 1－2 

(3) 沸騰継続時間 

評価期間は 7 日間とし，沸騰継続時間は 7 日間(168 時間)から各貯槽の沸騰到達時間を

減じた値とする。 

 

1.2 評価方法 

対象貯槽ごとに崩壊熱除去機能が喪失してから 7 日後までの主排気筒からの放出量（セシ

ウム-137 換算）を評価する。 

 

(1) 蒸発蒸気量の算出 

各貯槽の核種ごとの放射能(Bq)に比発熱率(W/Bq)を乗じたものの総和を求め，合計発熱

率(W)を算出する。合計発熱率に沸騰継続時間(s)を乗じて求めた総発熱量(J)を蒸発潜熱

(J/kg)で除して，蒸発蒸気重量(kg)を算出する。蒸発蒸気重量を密度(kg/m3)で除して，蒸

発蒸気量(m3)を算出する。 

 

○蒸発蒸気量の算出式 

蒸発蒸気量(m3)=Σ(核種ごとの放射能(Bq)×比発熱率(W/Bq)) 

×沸騰継続時間(s)÷蒸発潜熱(J/kg)÷廃液の密度(kg/m3) 

 

(2) 放出量の算出 

各貯槽内の核種ごとの放射能(Bq)を貯蔵量(m3)で除して求めた放射能濃度(Bq/m3)に，蒸

発蒸気量，気相への移行率，放出経路低減割合(-)を乗じて，放出放射能量(Bq)を算出する。 

 

○建家からの放出量評価式 

放出放射能量(Bq)＝放射能(Bq)÷貯蔵量(m3)×蒸発蒸気量(m3) 

×気相への移行率×放出経路低減割合(-) 

 

評価に用いる係数は以下のとおり。 

・ 蒸発潜熱：2.1×106(Ws/kg)(「伝熱工学資料改訂第 5版[1]」より（硝酸の沸点の

最大が 121.9 ℃ [2]であることから 130℃の水の蒸発潜熱を基に保守側に設定) 

・ 気相への移行率：5×10-5 [3] （ただし I-131 は揮発性を考慮し 1に設定） 

・ 放出経路低減割合(-):0.001 

フィルタによる放射性エアロゾルの除染係数は，100 とする(フィルタ 2 段。湿

分による除去性能の低下を考慮し，DF10/段としてフィルタ DF100 を設定)。 
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放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は，10 [4]とする。 

ただし，I-131 の放出経路低減割合は揮発性を考慮し 1 に設定。 

 

(3) 放出量（セシウム-137 換算）の算出 

セシウム換算係数は，IAEA-TECDOC-1162 に示される換算係数を用いて行う。その際，吸

入タイプにより内部被ばくの実効線量が異なることを考慮した補正を行う。 

    セシウム換算係数は，次の式により算出する。 

 

𝑆𝑇௦ଵଷ ൌ𝑆𝑇


ൈ
𝐶𝐹ସ

𝐶𝐹ସ௦ଵଷ
ൈ 𝐶 

 

STCs137   ：セシウム-137 換算放出量(Bq) 

STi     ：放射性物質 i の放出量(Bq) [5] 

CF4Cs137   ：地表に沈着したセシウム-137 からの 50 年間の外部被ばく及び再浮遊に

よる 

50 年間の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を算出する係数 

(mSv/kBq/m2) [6] 

CF4i     ：地表に沈着した放射性物質 iからの 50 年間の外部被ばく及び再浮遊に 

よる 50 年間の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を算出する係数 

(mSv/kBq/m2) [6] 

Ci        ：放射性物質 iの吸入タイプを考慮した補正係数 

 

吸入タイプを考慮した補正は，吸入摂取による内部被ばくの実効線量係数を，「核原料物

質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」

（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第八号）に規定された化学形等の範囲に適合

させるために行う。 

吸入タイプに係る補正は，内部被ばくを対象としたものであることから，実効線量の換

算係数の内訳である外部被ばくに係る係数と内部被ばくに係る係数を求め，これらを比較

して内部被ばくに係る係数が外部被ばくに係る係数に比べて十分大きい場合に，吸入タイ

プを考慮した補正を行う。 

外部被ばくに係る係数と内部被ばくに係る係数は，IAEA-TECDOC-1162 に記載されたデー

タに基づき，セシウム-137 放出量の算出に用いる係数 CF4の内訳となる CF3，CF2及び再浮

遊係数から求め，両者の比から補正係数の考慮の有無を評価する。 
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補正係数の算出は，次のとおり。 

Ci＝（HICRP.i×1000）/HIAEA,i 

HIAEA,i＝CF2i/R 

ここで， 

HICRP.i ：放射性核種 iの ICRP PuB.72 の吸入摂取換算係数(mSv/Bq)[7] 

CF2i ：放射性核種 iの IAEA-TECDOC-1162 の係数[(mSv/h)/(kBq/m3)][6] 

R   ：CF2 の算出で使用されている呼吸率 1.5（m3/h）[6]  

 

1.3 評価結果 

仮に高放射性廃液貯槽(272V31～V35)において沸騰に至った場合の放射性物質の放出量評

価を行った。崩壊熱除去機能の喪失が 7日間継続した場合の放出量（セシウム-137 換算）は

約 0.008 TBq である。評価結果を表 1-3-1 に示す。 
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図 1-1-1 沸騰時の放出系統の概要図 
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図 1-1-2 放射性物質の大気放出過程 

冷却コイル等への通水までに沸騰する貯槽等に内包

する高放射性廃液中の放射性物質量 

Sr-90   ：6.41E+17 Bq 

Y-90    ：6.41E+17 Bq 

Ba-137m ：8.79E+17 Bq 

Cs-137  ：9.30E+17 Bq 

Am-241  ：2.54E+16 Bq 

放射性物質の気相中への移行 

移行割合：0.005％ 

崩壊熱除去機能喪失から 7日後までの沸騰時間割合 

フィルタによる放射性エアロゾルの除去及び放出経路

上の放射性エアロゾルの沈着 

除染係数 ：1000 

放射性物質放出量 

Sr-90   ：2.83E+09 Bq 

Y-90    ：2.83E+09 Bq 

Ba-137m ：3.90E+09 Bq 

Cs-137  ：4.13E+09 Bq 

Am-241  ：1.15E+08 Bq 

大気放出 
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表 1-1-1 各貯槽の液量及び密度（2020 年 8 月 31 日時点） 

貯槽 液量[m3] 密度[kg/m3] 

272V31 55.0 1203 

272V32 65.6 1211 

272V33 69.2 1249 

272V34 74.9 1228 

272V35 71.6 1244 

 

 

 

 

 

表 1-3-1 仮に沸騰に至った場合の大気中への放射性物質の放出量 

（セシウム-137 換算） 

貯槽 
放出量［Bq］ 

（セシウム-137換算） 

272V31 6.63E+08 

272V32 2.19E+09 

272V33 4.83E+08 

272V34 1.81E+09 

272V35 2.54E+09 

合計 7.69E+09 
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ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟に

おける仮に沸騰に至った場合の 

セシウム-137 換算放出量評価 

 

 

 

 



 

参考資料 2－1 

1. 仮に沸騰に至った場合の放射性物質の放出量評価 

沸騰の未然防止対策，遅延対策により崩壊熱除去機能を維持できることから沸騰には

至らないが，仮にガラス固化技術開発施設（TVF）の受入槽等（受入槽，回収液槽，濃

縮器，濃縮液槽及び濃縮液供給槽）において沸騰に至った場合の放射性物質の放出量評

価を行う。 

仮に崩壊熱除去機能が喪失した場合には，高放射性廃液の温度が崩壊熱により上昇し，

沸騰に至った場合には，液相中の気泡が液面で消失する際に発生する飛まつが放射性エ

アロゾルとして蒸気と共に気相中に移行することで，大気中へ放出される放射性物質の

量が増大する｡ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟において，仮に沸騰

に至った場合のセシウム-137 換算放出量の評価を以下に示す｡ 

 

1.1 評価条件 

ガラス固化技術開発施設（TVF）の受入槽等が保有するインベントリは，高放射性廃

液貯蔵場（HAW）の最もインベントリが大きい高放射性廃液貯槽（272V35）の高放射性

廃液を受け入れた場合を想定する。高放射性廃液の沸騰時の大気中への放射性物質の放

出量の評価は，受入槽等が保有する放射性物質量に対して，気相中に移行する放射性物

質の割合，大気中への放出経路における低減割合を乗じて算出する｡放出系統の概要図

を図 1-1-1 に，放射性物質の大気放出過程を図 1-1-2 にそれぞれ示す。 

また，評価した大気中への放射性物質の放出量にセシウム-137 への換算係数を乗じ

て，大気中へ放出された放射性物質の放出量(セシウム-137 換算)を算出する｡セシウム

-137 への換算係数は，IAEA-TECDOC-1162 に示される，地表沈着した放射性物質からの

ガンマ線による外部被ばく及び再浮遊した放射性物質の吸入摂取による内部被ばくに

かかる実効線量への換算係数について，セシウム-137 と着目核種との比から算出する｡

ただし，一部の核種は，化学形態による影響の違いを補正する係数を乗じて算出する｡ 

 

(1) 高放射性廃液の貯蔵量，密度 

受入槽等及び溶融炉が内包する溶液の液量(表 1-1-1，1-1-2)及び密度(R2.8.31 時

点の高放射性廃液貯槽 272V35 の値(表 1-1-1)から算出)を表 1-1-2 に示す。 
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(2) 放射能量 

「添四別紙 1-1-2 高放射性廃液貯蔵場(HAW)における高放射性廃液の沸騰到達時間

の計算書」と同様。また，高放射性廃液に含まれる Cm-244 の自発核分裂により発生

する I-131（272V35 の値 8.06×10-3 GBq/日）を考慮する。 

 

(3) 沸騰継続時間 

評価期間は 7 日間とし，沸騰継続時間は 7 日間(168 時間)から各貯槽の沸騰到達

時間を減じた値とする。 

 

1.2 評価方法 

受入槽等の崩壊熱除去機能が喪失してから 7 日後までの第二付属排気筒からの放出

量（セシウム-137 換算）を評価する。 

(1) 蒸発蒸気量の算出 

各貯槽の核種ごとの放射能(Bq)に比発熱率(W/Bq)を乗じたものの総和を求め，合

計発熱率(W)を算出する。合計発熱率に沸騰継続時間(s)を乗じて求めた総発熱量(J)

を蒸発潜熱(J/kg)で除して，蒸発蒸気重量(kg)を算出する。蒸発蒸気重量を密度

(kg/m3)で除して，蒸発蒸気量(m3)を算出する。 

 

○蒸発蒸気量の算出式 

蒸発蒸気量(m3)=Σ(核種ごとの放射能(Bq)×比発熱率(W/Bq))×沸騰継続

時間(s)÷蒸発潜熱(J/kg)÷廃液の密度(kg/m3) 

 

(2) 放出量の算出 

各槽内の核種ごとの放射能(Bq)を貯蔵量(m3)で除して求めた放射能濃度(Bq/m3)に，

蒸発蒸気量，気相への移行率，放出経路低減割合(-)を乗じて，放出放射能量(Bq)を

算出する。 

 

○建家からの放出量評価式 

放出放射能量(Bq)＝放射能(Bq)÷貯蔵量(m3)×蒸発蒸気量(m3)×気相への

移行率×放出経路低減割合(-) 
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評価に用いる係数は以下のとおり 

・ 蒸発潜熱：2.1×106(Ws/kg)(「伝熱工学資料改訂第 5版 [1]」より（硝酸の

沸点の最大が 121.9 ℃ [2]であることから 130℃の水の蒸発潜熱を基に保

守側に設定) 

 

・ 気相への移行率：5×10-5 [3] （ただし I-131 は揮発性を考慮し 1 に設定） 

・ 放出経路低減割合(-):0.00001 

フィルタによる放射性エアロゾルの除染係数は，10000 とする(フィルタ 4

段。湿分による除去性能の低下を考慮し，DF10/段として設定)。 

放出経路構造物への沈着による放射性エアロゾルの除染係数は，10 [4]と

する。 

ただし，I-131 の放出経路低減割合は揮発性を考慮し 1 に設定。 

 

(3) 放出量（セシウム-137 換算）の算出 

セシウム-137 換算係数は，国際原子力機関 IAEA の TECD0C-1162 に示される換算係

数を用いて行う。その際，吸入タイプにより内部被ばくの実効線量が異なることを考

慮した補正を行う。 

セシウム-137 換算係数は，次の式により算出する。 

 

𝑆𝑇௦ଵଷ ൌ𝑆𝑇


ൈ
𝐶𝐹ସ

𝐶𝐹ସ௦ଵଷ
ൈ 𝐶 

 

STCs137    ：セシウム-137 換算放出量(Bq) 

STi      ：放射性物質 iの放出量(Bq) [5] 

CF4Cs137    ：地表に沈着したセシウム-137 からの 50 年間の外部被ばく及び再浮

遊による 50 年間の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を算出する

係数(mSv/kBq/m2) [6] 

CF4i       ：地表に沈着した放射性物質 i からの 50 年間の外部被ばく及び再浮遊

による 50 年間の吸入摂取による内部被ばくの実効線量を算出する係

数(mSv/kBq/m2) [6] 

Ci        ：放射性物質 iの吸入タイプを考慮した補正係数 
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吸入タイプを考慮した補正は，吸入摂取による内部被ばくの実効線量係数を，「核

原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を

定める告示」（平成 27 年 8 月 31 日原子力規制委員会告示第八号）に規定された化学

形等の範囲に適合させるために行う。 

吸入タイプに係る補正は，内部被ばくを対象としたものであることから，実効線量

の換算係数の内訳である外部被ばくに係る係数と内部被ばくに係る係数を求め，これ

らを比較して内部被ばくに係る係数が外部被ばくに係る係数に比べて十分大きい場

合に，吸入タイプを考慮した補正を行う。 

外部被ばくに係る係数と内部被ばくに係る係数は，IAEA-TECDOC-1162 に記載され

たデータに基づき，セシウム-137 放出量の算出に用いる係数 CF4の内訳となる CF3，

CF2及び再浮遊係数から求め，両者の比から補正係数の考慮の有無を評価する。 

補正係数の算出は，次のとおり。 

Ci＝（HICRP.i×1000）/HIAEA,i 

HIAEA,i＝CF2i/R 

ここで， 

HICRP.i ：放射性核種 iの ICRP PuB.72 の吸入摂取換算係数(mSv/Bq)[7] 

CF2i ：放射性核種 iの IAEA-TECDOC の係数[(mSv/h)/(kBq/m3)][6] 

R   ：CF2 の算出で使用されている呼吸率 1.5（m3/h）[6]  

 

 

1.3 評価結果 

仮に受入槽等（受入槽，回収液槽，濃縮器，濃縮液槽，濃縮液供給槽）において沸騰

に至った場合の放射性物質の放出量評価を行った。崩壊熱除去機能の喪失が 7日間継続

した場合の放出量（セシウム-137 換算）は約 0.0000072 TBq である。評価結果を表 1-

3-1 に示す。 
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図 1-1-1 沸騰時の放出系統の概要図 
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図 1-1-2 放射性物質の大気放出過程 

冷却コイル等への通水までに沸騰する貯槽等に内包

する高レベル廃液等中の放射性物質量 

Sr－90       ：4.09E+16 Bq 

Y －90       ：4.09E+16 Bq 

Ba－137m     ：5.66E+16 Bq 

Cs－137      ：5.98E+16 Bq 

Am－241      ：1.36E+15 Bq 

放射性物質の気相中への移⾏ 
移⾏割合：0.005 ％ 

崩壊熱除去機能喪失から 7 ⽇後までの沸騰時間割合 

フィルタによる放射性エアロゾルの除去及び放出経路
上の放射性エアロゾルの沈着 

除染係数 ：100000 

放射性物質放出量 

Sr－90        ：2.81E+06 Bq 

Y －90        ：2.81E+06 Bq 

Ba－137m ：3.89E+06 Bq 

Cs－137 ：4.11E+06 Bq 

Am－241 ：9.32E+04 Bq 

⼤気放出 
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表 1-1-1 高放射性廃液貯蔵場の受入元貯槽の液量及び密度(2020 年 8 月 31 日時点) 

貯槽 液量[m3] 密度[kg/m3] 

272V35 71.6 1244 

 

 

表 1-1-2 受入槽等の液量及び密度(想定値) 

貯槽等 液量[m3] 密度[kg/m3] 

受入槽 G11V10 5.5 1244 

回収液槽 G11V20 5.5 1244 

濃縮器 G12E10 0.36 1244 

濃縮液槽 G12V12 1.38 1244 

濃縮液供給槽 G12V14 0.84 1244 

 

 

 

表 1-3-1 仮に沸騰に至った場合の大気中への放射性物質の放出量 

（セシウム-137 換算） 

貯槽等 
放出量〔Bq〕 

（セシウム-137 換算） 

受入槽 G11V10 1.77E+06 

回収液槽 G11V20 3.60E+06 

濃縮器 G12E10 2.99E+05 

濃縮液槽 G12V12 9.25E+05 

濃縮液供給槽 G12V14 5.94E+05 

合計 7.19E+06 
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再処理施設に関する設計及び工事の計画 

（津波漂流物防護柵の設置工事） 
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図-1 津波の遡上状況を考慮した津波漂流物の影響防止施設の配置概念 

図-2 津波漂流物の影響防止施設の設計及び評価の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

別 図 一 覧 

 

 

別図-1   再処理施設の構成及び申請範囲 

別図-2-1 津波漂流物防護柵 配置図 

別図-2-2 津波漂流物防護柵 立面図 

別図-2-3 津波漂流物防護柵 姿図 

別図-2-4 津波漂流物防護柵 平面詳細図 

別図-2-5 津波漂流物防護柵 地盤改良断面図 

別図-3  津波漂流物防護柵工事フロー図 
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１．変更の概要 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成 16 年法律第 155 号）附則第 18

条第 1 項に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32

年法律第 166 号）第 44 条第 1 項の指定があったものとみなされた再処理施設につい

て、平成 30 年 6 月 13 日付け原規規発第 1806132 号をもって認可を受け、令和 3 年 1

月 14 日付け原規規発第 2101142 号をもって変更の認可を受けた核燃料サイクル工学

研究所の再処理施設の廃止措置計画について、変更認可の申請を行う。 

今回、廃止措置計画用設計津波（以下「設計津波」という。）による漂流物とし

て想定される還水タンク等の重量物の衝突から防護対象施設である高放射性廃液貯

蔵場（HAW）建家、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟建家及び

第二付属排気筒を防護することを目的に、津波漂流物の影響防止施設として津波漂

流物防護柵を設置する。 
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２．準拠すべき法令、基準及び規格 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和 32 年法律第 166 号） 

「再処理施設の技術基準に関する規則」（令和 2 年原子力規制委員会規則第 9 号） 

「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」 

（平成 25 年 原子力規制委員会規則第 27 号） 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」 

（平成 25 年 原子力規制委員会規則第 5 号） 

「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601）」（日本電気協会） 

「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAC4601）」（日本電気協会） 

「日本産業規格（JIS）」 

「津波漂流物対策施設設計ガイドライン」 

（沿岸技術研究センター、寒地港湾技術研究センター） 

「漁港の津波漂流物対策施設設計ガイドライン（案）」（水産庁漁港漁場整備部） 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」（日本港湾協会） 

「道路橋示方書・同解説」（日本道路協会） 

「建築基礎構造設計指針」（日本建築学会） 

「杭基礎設計便覧」（日本道路協会） 

「落石対策便覧」（日本道路協会） 

「建築工事標準仕様書・同解説（JASS）」（日本建築学会）  
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３．設計の基本方針 

津波漂流物の影響防止施設は、設計津波の遡上に伴い防護対象施設に向かって流

れてくる漂流物を防護対象施設の外壁に衝突（到達）させないことを目的として、防

護対象施設の周囲の漂流物の侵入経路上において漂流物を捕捉し、その侵入を防止で

きるよう設置するものである。 

図-1 に示す津波の遡上方向と、想定される漂流物の侵入経路及びそれらの施設の

配置関係に基づき、津波漂流物の影響防止施設を、既存の分離精製工場（MP）建家

と、新たに設ける津波漂流物防護柵から構成する。漂流物の影響防止施設の設計は図

-2 に従い実施する。なお、既存の分離精製工場（MP）建家が漂流物の影響防止施設

としての強度の要求を満たしていることの確認は別添-1 に、津波漂流物防護柵の耐

震及び強度評価については別添-2 にて示す。 
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４．設計条件及び仕様 

（1）設計条件 

表-1-1 設計条件 

名     称 津波漂流物防護柵 

耐震重要度分類 
S クラス※ 

※ 廃止措置計画用設計地震動に対して漂流物の影響防止施設としての機能

が損なわれないもの。 

構     造 鋼構造 

 

 

 

（2）仕様 

津波漂流物防護柵の設置のため、表-1-2～表-1-4 に基づき施工を行う。計画してい

る津波漂流物防護柵の設置場所には既設の埋設物等が多く存在し、津波漂流物防護柵

の支柱据付時においてこれらとの干渉を避けるために位置調整を行う可能性がある。

設計において標準とする支柱間隔は 9.5 m であるが、施工における支柱の据付では別

添-2 において影響がないことを確認している 10 m 以内に管理する。 

 

表-1-2 設計仕様 

名    称 津波漂流物防護柵 

仕様 

津波漂流物 

防護柵 

支柱、基礎杭：SKK490（JIS A 5525） 

ワイヤロープ：ST1470（JIS G 3549） 

地盤改良 セメント  ：高炉セメント（JIS R 5211） 

図 別図-1、別図-2-1～別図-2-5、別図-3 
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表-1-3 鋼材等の種類 

部材 材料 備考 

鋼管 

支柱 

SKK490 JIS A 5525 

基礎杭 

ワイヤロープ ST1470 JIS G 3549 

 

表-1-4 施工の管理値 

項目 管理値 備考 

支柱の間隔 10.0 ｍ以内 

津波漂流物対

策施設設計ガ

イドライン 
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５．工事の方法 

 （1）工事の方法及び手順 

 本工事のフローを別図-3 に示す。ワイヤロープに関しては工場において最終加工

まで行い現地にて据え付ける場合と、支柱配置状況等に応じて現場にて最終加工を行

い据え付ける場合があるが、いずれの場合においても性能の確認に必要な検査を実施

する。 

 本工事において実施する試験・検査項目、検査方法及び判定基準を以下に示す。 

① 材料検査 

方法：イ．鋼管の材料を材料証明書等により確認する。 

   ロ．ワイヤロープの材料を材料証明書等により確認する。 

判定：イ．鋼管が表-1-3 に示す材料であること。 

   ロ．ワイヤロープが表-1-3 に示す材料であること。 

② 寸法検査 

方法：イ．地盤改良の深さを測定又は目視により確認する。 

ロ．鋼管の径（呼び径）を材料証明書等により確認する。 

ハ．ワイヤロープの径（呼び径）を材料証明書等により確認する。 

ニ．鋼管（支柱）の間隔を測定又は目視により確認する。 

ホ．ワイヤロープの高さ及び間隔を測定又は目視により確認する。 

へ．鋼管（基礎杭）の打設深さを測定又は目視により確認する。 

ト．鋼管（支柱）の天端高さを測定又は目視により確認する。 

   判定：イ．地盤改良の深さが別図-2-5 に示す T.P.+1.2m 以浅の範囲であること

（ただし、久米層及び舗装等を除く）。 

ロ．鋼管の径（呼び径）が別図-2-3 に示す寸法であること。 

ハ．ワイヤロープの径（呼び径）が別図-2-4 に示す寸法であること。 

ニ．鋼管（支柱）の間隔が表-1-4 に示す範囲であること。 

ホ．ワイヤロープの高さが別図-2-3 に示す標高以上であること。また、ワ

イヤロープが別図-2-3 に示す間隔であること。 

へ．鋼管（基礎杭）の打設深さが別図-2-3 に示す標高以下であること。 

ト．鋼管（支柱）の天端高さが別図-2-3 に示す標高以上であること。 
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③ 強度検査 

方法：地盤改良土の強度を圧縮強度試験により確認する。 

判定：地盤改良土の圧縮強度の個々の値が 700 kN/㎡以上であること。 

④ 外観検査１（配置検査） 

方法：鋼管（支柱）及びワイヤロープの配置を目視により確認する。 

判定：鋼管（支柱）及びワイヤロープが別図-2-1 及び別図-2-2 に示す位置に配

置されていること。 

⑤ 外観検査２（外観検査） 

方法：鋼管（支柱）及びワイヤロープの表面を目視により確認する。 

判定：鋼管（支柱）及びワイヤロープの表面に有害な傷、へこみ等がないこと。 

 

(2) 工事上の安全対策 

本工事に際しては、以下の注意事項に従い行う。 

① 本工事の保安については、再処理施設保安規定に従うとともに、労働安全衛生法

に従い、作業者に係る労働災害の防止に努める。 

② 本工事においては、作業手順、装備、連絡体制等について十分に検討した上で、

作業を実施する。 

③ 本工事においては、ヘルメット、保護手袋等の保護具を作業の内容に応じて着用

し、災害防止に努める。 

④ 本工事における火気作業時は、近傍の可燃物を除去した上で実施する。ただし、

可燃物を除去できない場合は、不燃シートによる作業場所の養生等を行い、火災

を防止する。 

⑤ 本工事における高所作業時は、資機材の落下防止とともに、墜落制止用器具等の

保護具を着用し、災害防止に努める。 

⑥ 本工事における掘削作業時は、既設埋設物及び既設構造物を図面及び現地にて確

認した上で、既設埋設物及び既設構造物に応じた適切な保護対策を行うなど、既

設埋設物及び既設構造物の損傷防止に努める。 

⑦ 本工事においては、高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟の周辺において作業を行う。このため、これら施設周辺で

行う別工事との干渉が発生しないように調整し、工事を進める。 
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⑧ 本工事においては、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）

ガラス固化技術開発棟及びガラス固化技術管理棟、分離精製工場（MP）、クリプ

トン回収技術開発施設等の躯体に対して損傷を与えないよう、監視の強化、躯体

近傍での重機の使用制限等を要領書等に定めて工事を行う。 
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６．工事の工程 

 

本申請に係る工事の工程を表-2 に示す。 

 

表-2 津波漂流物防護柵の設置工事工程表 

 
令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

津波漂流物防護柵 

設置工事 

            

 

 

 

 

 

 

 

工事 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  







 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図-2-2 津波漂流物防護柵 立面図 

※ 既設構造物との干渉又は地盤の状況により、鋼管（支柱及び基礎杭）並びにワイヤロー
プの設置位置等を微調整することがある。この場合、本申請に示す設計の範囲内に収ま
るものとするとともに、同等以上の耐力を確保した施工とする。 



 

 

別図-2-3 津波漂流物防護柵 姿図 

※特記なき限り単位は mmとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図-2-4 津波漂流物防護柵 平面詳細図 

※特記なき限り単位は mm とする。 



 

 

別図-2-5 津波漂流物防護柵 地盤改良断面図 

※ 既設構造物との干渉又は地盤の状況及び久米層の出現深度に応じて、鋼管（支柱及び基
礎杭）並びにワイヤロープの設置位置や地盤改良の範囲等を微調整することがある。この
場合、本申請に示す設計の範囲内に収まるものとするとともに、同等以上の耐力を確保し
た施工とする。  

※ 「置換コンクリート」は高放射性廃液貯蔵場（HAW）及び配管トレンチ（T21）周辺の
地盤改良工事において施工した部分を示す。 
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１．申請に係る「再処理施設の技術基準に関する規則」

との適合性 
 

  



 

   1-1 

本申請に係る「再処理施設に関する設計及び工事の計画」は以下に示すとおり「再処理施設の

技術基準に関する規則」に掲げる技術上の基準に適合している。 

技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第一条 定義 － － － 

第二条 特殊な設計による再処理施設 無 － － 

第三条 
廃止措置中の再処理施設の維

持 
無 － － 

第四条 核燃料物質の臨界防止 無 － － 

第五条 安全機能を有する施設の地盤 無 － － 

第六条 地震による損傷の防止 有 第２項 別紙-1に示すとおり 

第七条 津波による損傷の防止 有 第１項 別紙-2に示すとおり 

第八条 
外部からの衝撃による損傷の

防止 
無 － － 

第九条 
再処理施設への人の不法な侵

入等の防止 
無 － － 

第十条 閉じ込めの機能 無 － － 

第十一条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第十二条 
再処理施設内における 溢

いつ

水
による損傷の防止 

無 － － 

第十三条 
再処理施設内における化学薬

品の漏えいによる損傷の防止 
無 － － 

第十四条 安全避難通路等 無 － － 

第十五条 安全上重要な施設 無 － － 

第十六条 安全機能を有する施設 有 第 2、3項 別添-3に示すとおり 

第十七条 材料及び構造 無 － － 

第十八条 搬送設備 無 － － 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 無 － － 

第二十条 計測制御系統施設 無 － － 

第二十一条 放射線管理施設 無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第二十二条 安全保護回路 無 － － 

第二十三条 制御室等 無 － － 

第二十四条 廃棄施設 無 － － 

第二十五条 保管廃棄施設 無 － － 

第二十六条 
使用済燃料等による汚染の防

止 
無 － － 

第二十七条 遮蔽 無 － － 

第二十八条 換気設備 無 － － 

第二十九条 保安電源設備 無 － － 

第三十条 緊急時対策所 無 － － 

第三十一条 通信連絡設備 無 － － 

第三十二条 重大事故等対処施設の地盤 無 － － 

第三十三条 地震による損傷の防止 無 － － 

第三十四条 津波による損傷の防止 無 － － 

第三十五条 火災等による損傷の防止 無 － － 

第三十六条 重大事故等対処設備 無 － － 

第三十七条 材料及び構造 無 － － 

第三十八条 
臨界事故の拡大を防止するた

めの設備 
無 － － 

第三十九条 
冷却機能の喪失による蒸発乾

固に対処するための設備 
無 － － 

第四十条 

放射線分解により発生する水

素による爆発に対処するため

の設備 

無 － － 

第四十一条 
有機溶媒等による火災又は爆

発に対処するための設備 
無 － － 

第四十二条 
使用済燃料貯蔵槽の冷却等の

ための設備 
無 － － 

第四十三条 
放射性物質の漏えいに対処す

るための設備 
無 － － 
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技 術 基 準 の 条 項 

評価の必要性の有無 

適 合 性 

有・無 項・号 

第四十四条 
工場等外への放射性物質等の

放出を抑制するための設備 
無 － － 

第四十五条 
重大事故等への対処に必要と

なる水の供給設備 
無 － － 

第四十六条 電源設備 無 － － 

第四十七条 計装設備 無 － － 

第四十八条 制御室 無 － － 

第四十九条 監視測定設備 無 － － 

第五十条 緊急時対策所 無 － － 

第五十一条 
通信連絡を行うために必要な

設備 
無 － － 

第五十二条 電磁的記録媒体による手続 無 － － 
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別紙－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本申請は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラ

ス固化技術開発棟及び第二付属排気筒を廃止措置計画用設計津波の遡上に伴い発

生することが想定される漂流物（代表漂流物）の衝突から防護するための影響防

止施設として、津波漂流物防護柵を設置するものである。 

津波は地震を起因として生じる自然現象であることから、津波の遡上に先立っ

て発生する地震に対しても十分な耐震性を有する必要がある。したがって、津波

漂流物防護柵は廃止措置計画用設計地震動による地震力が作用した後において

も、漂流物の補足機能が保持できるものとする。具体的には、廃止措置計画用設

計地震動による地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計とする。

また、支柱を支える基礎杭は十分な支持性能を持つ地盤に設置する。 

津波漂流物防護柵の耐震性については、別添-２に記載する。 

  

第六条（地震による損傷の防止） 

 

安全機能を有する施設は、これに作用する地震力（事業指定基準規則第七条第二項

の規定により算定する地震力をいう。）による損壊により公衆に放射線障害を及ぼすこ

とがないものでなければならない。 

 

２ 耐震重要施設（事業指定基準規則第六条第一項に規定する耐震重要施設をいう。

以下同じ。）は、基準地震動による地震力（事業指定基準規則第七条第三項に規定す

る基準地震動による地震力をいう。以下同じ。）に対してその安全性が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

 

３ 耐震重要施設は、事業指定基準規則第七条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊

によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 
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別紙－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 本申請は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラ

ス固化技術開発棟及び第二付属排気筒を廃止措置計画用設計津波の遡上に伴い発

生することが想定される漂流物（代表漂流物）の衝突から防護するための影響防

止施設として、津波漂流物防護柵を設置するものである。 

津波漂流物防護柵は支柱及びワイヤーロープで構成され、補足する漂流物の衝

突エネルギーを受け止め、さらにその状態で津波波力の重畳に耐える耐力を持っ

た構造とする。津波漂流物防護柵の漂流物及び廃止措置計画用設計津波の波力に

対する構造強度については、別添-２に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第七条（津波による損傷の防止） 

 

安全機能を有する施設は、基準津波（事業指定基準規則第八条に規定する基準津波

をいう。第三十四条において同じ。）によりその安全性が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 
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別紙－３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本申請は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラ

ス固化技術開発棟及び第二付属排気筒を廃止措置計画用設計津波の遡上に伴い発

生することが想定される漂流物（代表漂流物）の衝突から防護するための影響防

止施設として、津波漂流物防護柵を設置するものである。津波漂流物防護柵は健

全性及び能力を確認するための検査又は試験ができるように設置する。 

３ 本申請は、高放射性廃液貯蔵場（HAW）、ガラス固化技術開発施設（TVF）ガラ

ス固化技術開発棟及び第二付属排気筒を廃止措置計画用設計津波の遡上に伴い発

生することが想定される漂流物（代表漂流物）の衝突から防護するための影響防

止施設として、津波漂流物防護柵を設置するものである。津波漂流物防護柵は、

保守及び修理ができるように設置する。 

 

第十六条（安全機能を有する施設） 

 

安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件において、その安全機能を発揮することができるように設置さ

れたものでなければならない。 

２ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため、その安全機能の重

要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又は試験ができるように設置され

たものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、その安全機能を維持するため、適切な保守及び修理がで

きるように設置されたものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設に属する設備であって、ポンプその他の機器又は配管の損壊

に伴う飛散物により損傷を受け、再処理施設の安全性を損なうことが想定されるもの

は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、再処理施設の

安全性が損なわれないように設置されたものでなければならない。 
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２．申請に係る「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」第 44 条第 1 項の指定若しくは同

法第 44条の 4第 1項の許可を受けたところ又は同条

第 2 項の規定により届け出たところによるものであ

ることを説明した書類 

 

 

 

 

 

 



 

2-2 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律附則第 5条第 6項において読み替えて準用する

同法第 4条第 1項の規定に基づき、独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成 16

年法律第 155号）附則第 18条第 1項により、指定があったものとみなされた再処理事

業指定申請書について、令和 2年 4月 22日付け令 02原機（再）007 により届出を行っ

ているところによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

別添-1 

 

 

分離精製工場(MP)の強度評価 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添-1-1 

 

 

廃止措置計画用設計地震動に対する 

分離精製工場(MP)建家の地震応答計算書 

 



 

別添-1-1-1 
 

1. 概要 

本資料は、廃止措置計画用設計地震動に対して、分離精製工場(MP)が耐震余裕を有するこ

とを説明するものである。 

廃止措置計画用設計地震動は、別添 6-1-1-2「基準地震動の策定」に示す基準地震動とする。

廃止措置計画用設計地震動の応答スペクトルを図-1-1 から図-1-3 までに、時刻歴波形を図-

1-4 から図-1-6 までに示す。解放基盤表面は、S 波速度が 0.7 km/s 以上である T.P.※-303 

m(G.L.-309 m)とする。 

 

※T.P.：東京湾平均海面 
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2.2 構造概要 

分離精製工場(MP)は、平面形状が    

の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）の

建家である。基礎は、べた基礎とし、基礎地盤である久米層(砂質泥岩)に設置されている。 

建家の代表的な平面図及び断面図を図-2-2 から図-2-5 までに、基礎地盤(久米層)の等高

線図及び断面図を図-2-6 及び図-2-7に示す。 

 

 

 

  





 

別添-1-1-11 
 

図-2-4 分離精製工場(MP)断面図(NS断面) 

 

 

 

図-2-5 分離精製工場(MP)断面図(EW断面)  
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2.4 準拠規格・基準 

分離精製工場(MP)の地震応答解析において、準拠する規格・基準等を以下に示す。 

・ 建築基準法・同施行令 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会) 

・ 原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601(日本電気協会) 

・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) 

・ 建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

・ 鋼構造設計規準 –許容応力度設計法-（日本建築学会） 

・ 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書 

（建築行政情報センター・日本建築防災協会） 

 

2.5 使用材料 

地震応答解析に用いるコンクリート及び鋼材の材料定数は、既往の設計及び工事の方法

の認可「再処理施設に関する設計及び工事の方法(その１)」を用いて鉄筋コンクリート構

造計算規準及び鋼構造設計規準に基づき設定する。コンクリートの材料定数及び鋼材の材

料定数を表-2-1及び表-2-2に示す。 

 

表-2-1 コンクリートの材料定数 

対象 
設計基準強度 

Fc (N/mm2) 

ヤング係数 

E (N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

コンクリート 20.6 2.15×104 0.2 

 

表-2-2 鋼材の材料定数 

対象 
基準強度 

F (N/mm2) 

ヤング係数 

E (N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

鉄骨（鋼材） 235 2.05×105 0.3 
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3. 入力地震動 

3.1 水平方向の入力地震動 

水平方向の入力地震動は、Ssを解放基盤表面に入力して一次元波動論により算定した

分離精製工場(MP)の基礎底面位置での応答波とする。 

NS 方向及び EW 方向での個別の地震動が定義されている Ss-1 及び Ss-2 については、

解放基盤表面への入力前に分離精製工場(MP)の座標系に方位変換する。 

算定に用いる地盤モデルは、当該敷地の地層等を考慮して設定された水平成層地盤と

し、等価線形化法により地盤の非線形性を考慮し、基礎底面位置より上部を剥ぎ取った

地盤モデルとする。 

水平方向の入力地震動算定の概要を図-3-1 に、地盤の物性値を表-3-1に、動せん断弾

性係数及び減衰定数のひずみ依存性を図-3-2 に示す。入力地震動の算定に使用する解析

コードは「Nshake(株式会社ニュージェック)」である。 

Ss による地盤の地震応答解析結果を図-3-3 から図-3-7 までに、分離精製工場(MP)の

基礎底面位置における水平方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペク

トルを図-3-8から図-3-10までに示す。 
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表-3-1 地盤の物性値 

 

1.0

-10.0 Km1 1.77 0.455 427

-62.0 Km2 1.77 0.451 466

-92.0 Km3 1.77 0.447 515

-118.0 Km4 1.77 0.444 549

-169.0 Km5 1.77 0.440 596

-215.0 Km6 1.77 0.436 655

-261.0 Km7 1.77 0.431 711

-303.0 ▽解放基盤表面 Km8 1.77 0.426 764

1.77 0.417 867 解放基盤

久米層

動せん断
弾性係数

G0(MN/m
2
)

標高
T.P.(m)

地質名
地層
分類

湿潤密度

ρt

(g/cm
3
)

動ポアソン比

νd
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3.2 鉛直方向の入力地震動 

鉛直方向の入力地震動は、Ssを解放基盤表面に入力して一次元波動論により算定した

分離精製工場(MP)の基礎底面位置での応答波とする。 

算定に用いる地盤モデルは、水平方向の入力地震動の算定において設定された物性値

に基づき、基礎底面位置より上部を剥ぎ取った地盤モデルとする。 

鉛直方向の入力地震動算定の概要を図-3-11 に示す。入力地震動の算定に使用する解

析コードは「Nshake(株式会社ニュージェック)」である。 

廃止措置計画用設計地震動(Ss)による地盤の地震応答解析結果を図-3-12 に、分離精

製工場(MP)の基礎底面位置における鉛直方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速

度応答スペクトルを図-3-13 及び図-3-14に示す。 
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4. 解析モデル 

4.1 水平方向の解析モデル 

水平方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した曲げせん断型の多質点系モ

デルとする。NS方向は 29通りから 15通りが壁構造、14通りから 8通りがラーメン構造で

あり、構造種別が異なるため、2軸モデルとする。 

水平方向の解析モデルを図-4-1 及び図-4-2 に、解析モデルの諸元を表-4-1 から表-4-3

までに示す。 

解析モデルの諸元は、既往の設計及び工事の方法の認可「再処理施設に関する設計及び

工事の方法(その 1)」の構造図に基づき設定する。 

耐震壁のせん断の復元力特性は、図-4-3 に示すトリリニア型のスケルトンカーブとし、

履歴特性は最大点指向型とする。曲げの復元力特性は、図-4-4に示すトリリニア型のスケ

ルトンカーブとし、履歴特性はディグレイディングトリリニア型とする。せん断及び曲げ

のスケルトンカーブを表-4-4から表-4-7までに示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（以下

「JEAG4601-1991追補版」という。）に基づき、薄層要素法により振動数依存の複素ばねを

算定し、地盤ばね定数は 0.1 Hzでの実部(静的ばね値)により、減衰係数は地盤-建家連成

系 1 次固有円振動数での虚部の値と原点とを結ぶ直線の傾きにより、それぞれ設定する。

底面地盤回転ばねは、基礎の浮き上がりを考慮する非線形ばねとする。底面地盤ばねの評

価に使用する解析コードは「SuperFLUSH/3D(株式会社構造計画研究所)」である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を表-4-8 及び表-4-9に、地盤ばね定数及び減衰係数の設定方

法の概要を図-4-5に、底面地盤回転ばねの非線形特性(転倒モーメント-回転角関係)を図-

4-6 に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエネル

ギーに比例した値として算定する。建家の減衰定数は鉄筋コンクリート部 3％、鉄骨部 2％

とする。 

建家の地震応答解析に使用する解析コードは「NUPP4(鹿島建設株式会社)」である。 
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表-4-1 解析モデルの諸元(NS方向) 

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

回転慣性 

重量 

(×105 kN･m2) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(×102 m4) 

1 28.440 28860 － 1 21.85 112.4 

2 24.700 43175 － 2 40.88 224.1 

3 20.620 45050 － 3 80.58 423.1 

4 17.220 60640 － 4 129.3 657.0 

5 13.480 82990 － 5 244.3 917.7 

6 9.740 73230 － 6 331.6 1076 

7 6.000 97770 － 7 392.5 1476 

8 24.800 1665 － 8 0.000791※ - 

9 17.220 5850 － 9 15.91 2.25 

10 13.480 3720 － 10 25.16 15.18 

11 9.740 6170 － 11 52.4 25.71 

12 6.000 11430 － 12 57.73 38.22 

13 2.260 182490 － 13 4784.7 22762 

14 1.000 182490 3964 14 0.102 0.0002364 

※ 部材番号 8はせん断剛性及び曲げ剛性を考慮した等価せん断断面積とする。 
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表-4-2 解析モデルの諸元(NS方向)（ばね要素） 

部材番号 床ばね(×104 kN/m) 

15 0.210 

16 7.40 

17 60.5 

 

表-4-3 解析モデルの諸元(EW方向) 

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

回転慣性 

重量 

(×105 kN･m2) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(×102 m4) 

1 28.440 28860 － 1 24.49 59.82 

2 24.700 44840 － 2 33.02 98.51 

3 20.620 45050 － 3 59.93 158.6 

4 17.220 66490 － 4 133.9 339.5 

5 13.480 86710 － 5 246.8 597.0 

6 9.740 79400 － 6 293.4 614.4 

7 6.000 109200 － 7 405.2 968.1 

8 2.260 182490 － 8 4784.7 35037 

9 1.000 182490 6082  
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図-4-3 せん断のスケルトンカーブ(τ－γ関係) 

 

 

 

図-4-4 曲げのスケルトンカーブ(M－φ関係) 
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表-4-4 せん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、NS方向) 

部材 

番号 

τ１ 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 

1 1.64 0.182 2.19 0.545 2.71 4.000 

2 1.86 0.206 2.40 0.619 2.69 4.000 

3 1.76 0.196 2.26 0.588 2.34 4.000 

4 1.85 0.205 2.30 0.616 2.56 4.000 

5 1.78 0.198 2.26 0.594 2.43 4.000 

6 1.73 0.192 2.21 0.576 2.36 4.000 

7 1.81 0.201 2.32 0.604 2.49 4.000 

9 1.93 0.215 2.14 0.347 2.68 1.819 

10 1.85 0.206 2.23 0.442 2.81 2.875 

11 1.56 0.174 2.11 0.521 2.69 4.000 

12 1.63 0.181 2.20 0.543 2.86 4.000 

 

表-4-5 曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、NS方向) 

部材 

番号 

M1 

(×105 kN･m) 

φ1 

(×10-5 1/m) 

M2 

(×105 kN･m) 

φ2 

(×10-5 1/m) 

M3 

(×105 kN･m) 

φ3 

(×10-5 1/m) 

1 6.82 0.28 8.65 2.90 14.24 58.03 

2 20.35 0.42 29.52 2.86 43.15 57.25 

3 32.03 0.35 46.97 2.55 67.82 50.92 

4 45.88 0.32 75.45 2.66 123.30 53.25 

5 53.20 0.27 118.20 2.57 190.20 51.41 

6 70.36 0.30 133.50 2.83 209.20 56.56 

7 105.60 0.33 186.50 2.85 285.20 57.01 

9 0.59 1.22 0.78 15.08 1.34 264.10 

10 2.33 0.71 2.87 7.49 4.93 143.50 

11 5.19 0.94 6.05 9.64 10.60 192.80 

12 7.48 0.91 8.84 9.07 17.35 181.30 

14※ 0.1584 326.85 - - - - 

※ 部材番号 14の鉄骨部の復元力特性はバイリニアとする。 
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表-4-6 せん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、EW方向) 

部材 

番号 

τ１ 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 

1 1.60 0.178 2.17 0.535 2.84 4.00 

2 1.80 0.200 2.44 0.601 2.83 4.00 

3 1.85 0.206 2.35 0.617 2.53 4.00 

4 1.85 0.206 2.29 0.618 2.53 4.00 

5 1.80 0.200 2.27 0.600 2.42 4.00 

6 1.86 0.207 2.28 0.622 2.38 4.00 

7 1.85 0.205 2.33 0.616 2.41 4.00 

 

 

表-4-7 曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、EW方向) 

部材 

番号 

M1 

(×105 kN･m) 

φ1 

(×10-5 1/m) 

M2 

(×105 kN･m) 

φ2 

(×10-5 1/m) 

M3 

(×105 kN･m) 

φ3 

(×10-5 1/m) 

1 5.42 0.42 7.21 4.22 12.20 84.48 

2 10.60 0.50 13.49 4.13 21.91 82.67 

3 18.15 0.53 24.82 4.04 36.87 80.75 

4 35.13 0.48 58.78 3.82 91.30 76.45 

5 60.04 0.47 95.60 3.72 148.90 74.48 

6 63.34 0.48 110.60 3.88 168.80 77.63 

7 93.29 0.45 146.00 3.66 224.30 73.13 
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表-4-8 地盤ばね定数及び減衰係数(NS方向) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Ss-D 底面 
水平 KH 9.306×107 5.019×106 

回転 KR 1.659×1011 4.797×109 

Ss-1 底面 
水平 KH 1.030×108 4.986×106 

回転 KR 1.851×1011 4.879×109 

Ss-2 底面 
水平 KH 9.539×107 5.050×106 

回転 KR 1.703×1011 4.814×109 

 

表-4-9 地盤ばね定数及び減衰係数(EW方向) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Ss-D 底面 
水平 KH 9.150×107 5.244×106 

回転 KR 2.459×1011 8.329×109 

Ss-1 底面 
水平 KH 1.013×108 5.244×106 

回転 KR 2.754×1011 8.493×109 

Ss-2 底面 
水平 KH 9.381×107 5.238×106 

回転 KR 2.528×1011 8.366×109 
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4.2 鉛直方向の解析モデル 

鉛直方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した多質点系モデルとする。建

家部分は質点を水平及び鉛直方向のばね等で連結しモデル化する。 

鉛直方向の解析モデルを図-4-7に、解析モデルの諸元を表-4-10及び表-4-11 に示す。 

解析モデルの諸元は、既往の設計及び工事の方法の認可「再処理施設に関する設計及び

工事の方法(その 1)」の構造図に基づき設定し、設置されているダンパー付き鋼管を考慮

する。解析モデル（ダンパーつき鋼管部）の諸元を表-4-12 に示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、JEAG4601-1991 追補版に基づき、薄層要素法により算定する。

底面地盤ばねの評価に使用する解析コードは「SuperFLUSH/3D(株式会社構造計画研究所)」

である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を表-4-13 に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエネル

ギーに比例した値として算出する。建家の減衰定数は鉄筋コンクリート部 3％、鉄骨部 2％

とする。 

建家の地震応答解析に使用する解析コードは「NUPP4(鹿島建設株式会社)」である。 
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表-4-10 解析モデルの諸元(鉛直方向) 

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

部材 

番号 

軸ばね 

(×1010 N/m) 

せん断 

断面積 

(cm2) 

断面二次 

モーメント 

(×106 cm4) 

1 28.440 28860 1 49.42 － － 

2 24.700 43611 2 53.17 － － 

3 20.620 45050 3 115.77 － － 

4 17.220 66022 4 169.00 － － 

5 13.480 86710 5 262.81 － － 

6 9.740 79400 6 360.15 － － 

7 6.000 109200 7 426.86 － － 

8 2.260 182490 8 8164.30 － － 

9 1.000 182490 11 － 56.17 0.861 

10 24.800 336 12 － 47.46 0.861 

11 24.800 179 13 － 47.46 0.861 

12 24.800 179 14 － 56.17 0.861 

13 24.800 179 15 － 53.90 0.955 

14 24.800 336 16 － 37.20 0.955 

15 17.220 156 17 － 37.20 0.955 

16 17.220 156 18 － 53.90 0.955 

17 17.220 156 
 

21 20.620 20 
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表-4-11 解析モデルの諸元(鉛直方向)（ばね要素） 

部材 

番号 

軸ばね 

(N/m) 

回転ばね 

(N･m/rad) 

9 2.75×109 2.352×108 

10 2.75×109 2.352×108 

 

表-4-12 解析モデルの諸元（ダンパーつき鋼管部）  

部材 

番号 

減衰係数、軸ばね 

(N･s/m 、N/m) 

備考 

19 1.0×106 減衰係数 

20 1.25×108 軸ばね 

 

表-4-13 地盤ばね定数及び減衰係数(鉛直方向) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(kN/m) 

減衰係数 C 

(kN･s/m) 位置 成分 記号 

Ss-D 底面 鉛直 KV 1.250×108 1.160×107 

Ss-1 底面 鉛直 KV 1.468×108 1.196×107 

Ss-2 底面 鉛直 KV 1.305×108 1.168×107 
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5. 解析結果 

5.1 固有値解析結果 

解析モデルの固有値解析結果を表-5-1 から表-5-3 までに示す。刺激関数を Ss-D の結果

を代表として、図-5-1から図-5-8 までに示す。 
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表-5-1 固有値解析結果(Ss-D) 

方向 次数 
固有周期 

(s) 

振動数 

(Hz) 
刺激係数 備考 

NS 

1 0.398 2.51 1.379  

2 0.205 4.87 1.459 全体 1次 

3 0.107 9.37 -0.343  

4 0.078 12.79 -0.187  

5 0.050 20.05 0.054  

6 0.044 22.56 -0.153  

7 0.032 30.98 0.034  

8 0.025 39.70 0.016  

EW 

1 0.208 4.81 1.495 全体 1次 

2 0.108 9.30 -0.358  

3 0.086 11.70 -0.211  

4 0.047 21.29 0.099  

5 0.033 30.22 -0.033  

6 0.027 37.39 0.019  

7 0.021 48.53 0.010  

8 0.016 61.10 0.005  

UD 

1 0.304 3.29 1.745  

2 0.210 4.75 3.313  

3 0.165 6.05 -2.355 全体 1次 

4 0.096 10.43 0.000  

5 0.080 12.51 0.000  

6 0.062 16.12 0.046  

7 0.053 18.88 0.047  

8 0.036 27.89 -0.162  
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表-5-2 固有値解析結果(Ss-1) 

方向 次数 
固有周期 

(s) 

振動数 

(Hz) 
刺激係数 備考 

NS 

1 0.398 2.51 1.336  

2 0.196 5.09 1.496 全体 1次 

3 0.102 9.80 -0.402  

4 0.077 12.98 -0.173  

5 0.050 20.05 0.060  

6 0.044 22.59 -0.169  

7 0.032 30.99 0.037  

8 0.025 39.71 0.018  

EW 

1 0.199 5.02 1.538 全体 1次 

2 0.103 9.69 -0.445  

3 0.084 11.94 -0.174  

4 0.047 21.33 0.109  

5 0.033 30.23 -0.037  

6 0.027 37.39 0.022  

7 0.021 48.54 0.011  

8 0.016 61.10 0.006  

UD 

1 0.304 3.29 1.645  

2 0.210 4.76 2.690  

3 0.153 6.54 -1.740 全体 1次 

4 0.096 10.43 0.000  

5 0.080 12.51 0.000  

6 0.062 16.12 0.056  

7 0.053 18.88 0.056  

8 0.036 27.94 -0.191  
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表-5-3 固有値解析結果(Ss-2) 

方向 次数 
固有周期 

(s) 

振動数 

(Hz) 
刺激係数 備考 

NS 

1 0.398 2.51 1.368  

2 0.203 4.92 1.468 全体 1次 

3 0.106 9.47 -0.356  

4 0.078 12.83 -0.185  

5 0.050 20.05 0.056  

6 0.044 22.56 -0.157  

7 0.032 30.98 0.035  

8 0.025 39.70 0.017  

EW 

1 0.206 4.86 1.505 全体 1次 

2 0.106 9.40 -0.377  

3 0.085 11.75 -0.203  

4 0.047 21.30 0.101  

5 0.033 30.22 -0.034  

6 0.027 37.39 0.020  

7 0.021 48.54 0.010  

8 0.016 61.10 0.006  

UD 

1 0.304 3.29 1.715  

2 0.210 4.76 3.109  

3 0.162 6.18 -2.153 全体 1次 

4 0.096 10.43 0.000  

5 0.080 12.51 0.000  

6 0.062 16.12 0.049  

7 0.053 18.88 0.050  

8 0.036 27.90 -0.169  
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(5次) (6次) 

 

 

 

 

(7次) (8次) 

図-5-4 刺激関数(EW方向、Ss-D、5～8次)   

0-1 +1 0-1 +1

0-1 +1 0-1 +1
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5.2 地震応答解析結果 

Ss による水平方向の最大応答加速度、最大応答せん断力及び最大応答曲げモーメントを

図-5-9 から図-5-14までに、鉛直方向の最大応答加速度及び最大応答軸力を図-5-15及び図

5-16 に示す。また、せん断のスケルトンカーブ上の最大応答値を図-5-17から図-5-19まで

に示す。評価対象である耐震壁のせん断ひずみは最大で 0.47×10-3であり、評価基準値

(2.0×10-3)を超えないことを確認した。 
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図-5-13 最大応答せん断力（EW方向） 

  

0

単位：×103kN
部材 Ss-D Ss-1 Ss-2
1 32.33 26.56 28.78
2 75.60 60.13 68.54
3 109.92 85.51 103.80
4 157.76 111.94 156.78
5 216.59 138.51 218.22
6 277.83 158.45 270.19
7 361.71 185.93 336.26
8 501.42 241.44 439.45

Ss-D

Ss-1

Ss-2
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7 

部材番号 

8 

単位 : ×103 kN 
300.00 
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6. 基礎浮き上がりの検討 

Ss による地震応答解析の結果に基づく最小接地率の一覧表を表-6-1に示す。地震時の最大

接地圧は、地反力分布を三角形分布と仮定し、鉛直方向の地震力を組合せ係数法(組合せ係数

0.4)により考慮して算定する。最大接地圧の一覧表を表-6-2に示す。 

接地率は、浮き上がり非線形ばねを用いた地震応答解析を適用できる基準値(65％以上)を

満足していることを確認した。 

接地圧は、基礎地盤における平板載荷試験の結果から設定した極限支持力度 2350 kN/m²を

超えないことを確認した。  
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表-6-1 最小接地率 

(a)NS 方向 

地震動 

浮き上がり限界 

転倒モーメント 

(×106 kN・m) 

最大転倒モーメント 

(×106 kN・m) 

最小接地率 

(％) 

Ss-D 

7.17 

4.86 100.0 

Ss-1 3.08 100.0 

Ss-2 5.77 100.0 

 

 (b)EW 方向 

地震動 

浮き上がり限界 

転倒モーメント 

(×106 kN・m) 

最大転倒モーメント 

(×106 kN・m) 

最小接地率 

(％) 

Ss-D 

7.17 

4.74 100.0 

Ss-1 2.26 100.0 

Ss-2 3.95 100.0 

 

表-6-2 最大接地圧 

地震動 方向 
最大接地圧 

(kN/m2) 

Ss-D 
NS 241 

EW 239 

Ss-1 
NS 195 

EW 180 

Ss-2 
NS 250 

EW 217 

※評価基準値は極限支持力度 2350 kN/m² 
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7. 評価結果 

分離精製工場(MP)の耐震性評価として Ssによる地震応答解析を行い、接地率が浮き上がり

非線形ばねを用いた地震応答解析を適用できる基準値を満足していること、耐震壁に生じる

せん断ひずみ及び接地圧が評価基準値を超えないことを確認した。以上により、分離精製工

場(MP)は Ss に対して耐震余裕を有していることを確認した。 
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廃止措置計画用設計津波に対する 

分離精製工場(MP)建家の影響評価 
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1. 概要 

本資料は、廃止措置計画用設計津波による波力及び漂流物の衝突に対して、分離精製工場

(MP)建家が十分な強度を保持することを説明するものである。 

廃止措置計画用設計津波（以下「設計津波」という。）は、別添 6-1-1-3「基準津波の策定」

に示す、敷地前面の沖合約 19 km（水深 100 m地点）の位置で策定された基準津波とする。分

離精製工場（MP）建家が受ける設計津波の遡上波の津波浸水深及び津波流速については、別

添 6-1-3-1「再処理施設の津波影響評価に関する説明書「再処理施設の津波影響評価」」で示

した敷地への遡上解析の結果に基づき設定する。また、漂流物としては添付資料 6-1-3-1-2

「再処理施設における代表漂流物の妥当性の検証について」で選定された代表漂流物を考慮

する。 

設計津波の影響に対する強度評価は「東日本大震災における津波による建築物被害を踏ま

えた津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫定指針」※（以下「津波避難ビル等の指針」とい

う。）に基づき強度評価を行うこととし、許容限界は終局耐力を基本とする。 

 

※「東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要件

に係る暫定指針」－2011年 11月 17日「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法

等に係る追加的知見について（技術的助言）」（国住指第 2570 号）の別添 

  



 

別添-1-2-2 

 

2. 一般事項 

2.1 位置 

別添-1-1に示したとおり。 

 

2.2 構造概要 

別添-1-1に示したとおり。 

 

2.3 評価方針 

評価にあたっては「津波避難ビル等の指針」に基づき、分離精製工場（MP）の建家が設計津

波による津波荷重等を考慮した荷重に対して構造強度を有することを確認する。 

評価項目は建家の健全性とし、波力等が作用した際に各階が受ける層せん断力が各階の保有

水平耐力以下となることを確認する。なお、波力等を受けた場合に外壁に作用する局部的な荷

重が終局耐力を上回り部分的に損傷する可能性があることから、保守的に建家全周の外壁の耐

力を含まない保有水平耐力を用いる。 

 

2.4 準拠規格・基準 

分離精製工場(MP)の強度評価において、適用する規格・基準等を以下に示す。 

(1) 東日本大震災における津波による建築物被害を踏まえた津波避難ビル等の構造上の要

件に係る暫定指針（2011 年 11 月 17 日「津波に対し構造耐力上安全な建築物の設計法等

に係る追加的知見について（技術的助言）」（国住指第 2570 号）の別添） 

(2) 津波避難ビル等の構造上の要件の解説（国総研資料 第 673号、平成 24年） 

(3) 建築基準法・同施行令 

(4) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書（建築行政情報センター・日本建築防災協

会編集、2015年） 

(5) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（日本建築学会、2018年） 

(6) 建築物荷重指針・同解説（日本建築学会、2015 年） 

(7) 道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編、V 耐震設計編（日本道路協会、2017年） 
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3. 強度評価方法 

3.1 評価条件 

強度評価の条件を表-3-1 に示す。 

考慮する波力は、遡上解析の結果より求まる分離精製工場（MP）建家位置における波

力算定用津波高さ（T.P.※+11.9 m）とし、水深係数（α）を 3.0として建家に及ぼす水

平荷重を評価する。 

漂流物の衝突速度を津波漂流物の影響防止施設の周辺の津波流速の最大値である 5.6 

m/s とする。設計で考慮する漂流物は表-3-2 に示す代表漂流物とし、最大質量であるこ

とから最も衝突エネルギーが大きくなる還水タンク（約 14 t）を強度評価の対象とする。 

波力と重畳させる余震については、別添 6-1-3-1「IV 耐津波設計における津波荷重と

組み合わせる余震荷重」と同様とし、余震に対する建家の応答解析から得られる建家各

層の最大応答せん断力を余震荷重とする。余震に対する建家の応答解析の結果について

は別添-1-3に示す。 

 

※T.P.：東京湾平均海面 
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表-3-1 津波影響に対する強度評価の条件 

項目 条件 設定の理由 

浸水高さ T.P.+11.9 m 

遡上解析より求めた分離精製工場（MP）の建家位置

における進行波の高さ（波力算定用津波高さ

T.P.+11.64 mに潮位のばらつき0.18 mを加えた高

さT.P.+11.82 m）より保守的にT.P.+11.9 mとした。 

水深係数（α） 3.0 
設計津波に対する津波荷重（動水圧の影響）を保守

的に評価するため。 

津波の流速 5.6 m/s 
施設周辺における最大の流速（5.52 m/s）より設

定 

海水密度（ρ0） 10.1 kN/m3 理科年表より。 

 

 

表-3-2 代表漂流物 

分類 漂流物 質量 

(t) 

選定理由 防護方法 

建物・設備 還水タンク 約14 漂流物候補中、最大質量の水素タンク（約30 t）は令和

2年11月に撤去済み。次点の窒素タンク（約28 t）は漂

流しないように固縛を補強する計画としたことから、3

番目に質量が大きく、固縛補強が難しい還水タンクを

選定 

漂流物影響防止

施設による防護 

流木 防砂林 約0.55 遡上解析に基づく軌跡解析により、防護対象施設へ到

達する恐れのあるものとして選定 

防護対象施設外

壁で防護 

船舶 小型船舶 約57 遡上解析に基づく軌跡解析により、施設近傍の海上に

ある船舶は防護対象施設に到達しないことを確認 

－ 

車両 中型バス 約9.7 遡上解析に基づく軌跡解析により、敷地外の公道を走

行する大型車両は防護対象施設に到達しないことを確

認。敷地内の車両の内、最大質量の中型バスを選定 

漂流物影響防止

施設による防護 
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3.2 許容限界 

既往の「再処理施設に関する設計及び工事の方法 建物（その 1）」に基づき復元力特

性の第三折れ点のせん断力（終局耐力）と各層のせん断断面積から求めた保有水平耐力

を表-3-3に示す。 

 

表-3-3 建家の津波影響に対する強度評価における許容限界（保有水平耐力） 

方向 
T.P.高さ 

(m) 
階 

建家外壁の耐力を考慮しない

場合の保有水平耐力 

Qu (kN) 

（参考） 

保有水平耐力 

NS 
 2 539,800 594,100 

 1 693,600 784,200 

EW 
 2 505,300 597,300 

 1 609,000 697,000 
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3.3 評価方法 

各荷重の組合せによる層せん断力を算定し、許容限界とした保有水平耐力と比較する。 

荷重の組合せとしては、津波の進行波による波力と漂流物の衝突荷重の組合せと、津

波の進行波による波力と余震荷重の組合せを考慮する。建家の水密性は保証しないこと

から、建家周囲の浸水時における浮力と余震荷重、水圧の組合せは考慮しない。 

 

① 波力と余震による地震力又は漂流物の衝突荷重との組合せ 

a. 余震による層せん断力 

余震による層せん断力は、別添-1-3 において算定した、各階の最大応答せん断力を用

いる。 

b. 波力による層せん断力 

波力による層せん断力（ ）は、「津波避難ビル等の構造上の要件の解説（国総研資料

第 673 号、平成 24年）」により算定する。 

     

     ： 波力による層せん断力 

     ： 水深係数（α）×浸水高さ（ ） 

     ： 層せん断力を算定する対象階の下端の高さ 

     ：  G.L.±0 mからの評価対象階の高さ 

     ： G.L. ±0 mからの高さ  の位置での波圧 

        

     ： G.L. ±0 mからの高さ  の位置での受圧面の幅 

 

② 波力と余震荷重の組合せ 

a. 波力による層せん断力 

波力による層せん断力（ ）は、①と同様に算定する。 

b. 漂流物衝突荷重による層せん断力 

漂流物衝突荷重は、「道路橋示方書」により算定する。 

     

     ： 漂流物衝突荷重 

     ： 漂流物重量 

     ： 表面流速 

漂流物衝突荷重は、保守的に全ての階に作用させ、層せん断力を算定する。  
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4. 評価結果 

評価結果を表-4-1に示す。建家各層に作用する層せん断力が保有水平耐力以下であるこ

とにより、許容限界を満足していることを確認した。 

 

表-4-1 保有水平耐力の評価結果 

方向 
高さ 

 (m) 
階 

①保有 

水平耐力 

Qu (kN)※ 

②波力による 

層せん断力 

 Q (kN) 

③漂流物による 

層せん断力  

Q (kN) 

④余震による 

層せん断力  

Q (kN) 

波力・漂流物

重畳に対する

検定比 

(②+③)/① 

波力・余震

重畳に対す

る検定比 

(②+④)/① 

NS 
 2 539,800 74,402 77 119,450 0.14 0.36 

 1 693,600 119,608 77 147,600 0.18 0.39 

EW 
 2 505,300 90,345 77 134,800 0.18 0.45 

 1 609,000 145,238 77 160,870 0.24 0.51 

※ 津波を受けた際の外壁の損傷を保守的に考慮してすべての建家外壁を除いた場合の保有水平耐力 
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5. 評価結果 

分離精製工場(MP)の津波影響に対する強度評価として設計津波による波力と代表漂流物に

よる衝突荷重又は余震荷重との組合せに対して建家の保有水平耐力は十分な裕度を有するこ

とから、分離精製工場（MP）の建家は漂流物の影響防止施設として必要な強度を有している

ことを確認した。 
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分離精製工場(MP)建家の余震による地震応答計算書 
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1. 概要 

本資料は、別添 6-1-3-1「Ⅳ 耐津波設計における津波荷重と組み合わせる余震荷重」に

おいて設定した余震（以下「Sd-D」という。）を用いた分離精製工場(MP)の地震応答解析を

説明するものである。この地震応答解析による応答値は、別添-1-2 における余震荷重とし

て用いる。 

敷地の解放基盤表面における Sd-D の応答スペクトルを図-1-1 及び図-1-2 に、時刻歴波

形を図-1-3 に示す。解放基盤表面は、S波速度が 0.7 km/s以上である T.P.※-303 m(G.L.-

309 m)とする。 

 

※T.P.：東京湾平均海面 
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図-1-1 Sd-Dの応答スペクトル（水平成分）  
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図-1-2  Sd-Dの応答スペクトル(鉛直成分）  
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2.2 構造概要 

分離精製工場(MP)は、平面形状が

の鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）

の建家である。基礎は、べた基礎とし、基礎地盤である久米層(砂質泥岩)に設置されてい

る。 

建家の代表的な平面図及び断面図を図-2-2から図-2-5までに、基礎地盤(久米層)の等

高線図及び断面図を図-2-6 及び図-2-7に示す。 
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図-2-4 分離精製工場(MP)断面図(NS断面) 

 

 

 

図-2-5 分離精製工場(MP)断面図(EW断面)  
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2.3 解析方針 

地震応答解析は、Sd-D を用いて建物・構築物の形状、構造特性等を考慮した質点系の

解析モデルを水平(NS、EW)方向及び鉛直(UD)方向ごとに設定し実施する。 

地震応答解析による応答値は、別添-1-2における余震荷重として用いる。 

なお、接地率を算出し、基礎浮き上がりの評価法の適用範囲内であることを確認する。 

分離精製工場(MP)の解析フローを図-2-8に示す。 

 

 

 

図-2-8 解析フロー  

解析モデルの設定 

応答値： 

設計津波に対する強度評価に

おける余震荷重 

別添-1-2「廃止措置計画用設計津波に対する分離精製工場(MP)建家の影響評価」 

解析開始 

地震応答解析 

入力地震動の設定 
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2.4 準拠規格・基準 

分離精製工場(MP)の地震応答解析において、準拠する規格・基準等を以下に示す。 

・ 建築基準法・同施行令 

・ 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601(日本電気協会) 

・ 原子力発電所耐震設計技術規程 JEAC4601(日本電気協会) 

・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会) 

・ 建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

・ 鋼構造設計規準 –許容応力度設計法-（日本建築学会） 

・ 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書 

（建築行政情報センター・日本建築防災協会） 

 

 

2.5 使用材料 

地震応答解析に用いるコンクリート及び鋼材の材料定数は、既往の設計及び工事の方

法の認可「再処理施設に関する設計及び工事の方法(その 1)」を用いて鉄筋コンクリート

構造計算規準及び鋼構造設計規準に基づき設定する。コンクリートの材料定数及び鋼材

の材料定数を表-2-1 及び表-2-2に示す。 

 

表-2-1 コンクリートの材料定数 

対象 
設計基準強度 

Fc (N/mm2) 

ヤング係数 

E (N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

コンクリート 20.6 2.15×104 0.2 

 

表-2-2 鋼材の材料定数 

対象 
基準強度 

F (N/mm2) 

ヤング係数 

E (N/mm2) 

ポアソン比 

ν 

鉄骨（鋼材） 235 2.05×105 0.3 
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3. 入力地震動 

3.1 水平方向の入力地震動 

水平方向の入力地震動は、Sd-D を解放基盤表面に入力して一次元波動論により

算定した分離精製工場(MP)の基礎底面位置での応答波とする。 

算定に用いる地盤モデルは、当該敷地の地層等を考慮して設定された水平成層

地盤とし、等価線形化法により地盤の非線形性を考慮し、基礎底面位置より上部を

剥ぎ取った地盤モデルとする。 

水平方向の入力地震動算定の概要を図-3-1 に、地盤の物性値を表-3-1に、動せ

ん断弾性係数及び減衰定数のひずみ依存性を図-3-2 に示す。入力地震動の算定に

使用する解析コードは「Nshake(株式会社ニュージェック)」である。 

Sd-Dによる地盤の地震応答解析結果を図-3-3に、建家の基礎底面位置における

水平方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクトルをそれぞれ

図-3-4及び図-3-5に示す。 
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表-3-1 地盤の物性値 

 

 

  

1.0

-10.0 Km1 1.77 0.455 427

-62.0 Km2 1.77 0.451 466

-92.0 Km3 1.77 0.447 515

-118.0 Km4 1.77 0.444 549

-169.0 Km5 1.77 0.440 596

-215.0 Km6 1.77 0.436 655

-261.0 Km7 1.77 0.431 711

-303.0 ▽解放基盤表面 Km8 1.77 0.426 764

1.77 0.417 867 解放基盤

久米層

動せん断
弾性係数

G0(MN/m
2
)

標高
T.P.(m)

地質名
地層
分類

湿潤密度

ρt

(g/cm
3
)

動ポアソン比

νd
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3.2 鉛直方向の入力地震動 

鉛直方向の入力地震動は、Sd-D を解放基盤表面に入力して一次元波動論により

算定した分離精製工場(MP)の基礎底面位置での応答波とする。 

算定に用いる地盤モデルは、水平方向の入力地震動の算定において設定された

物性値に基づき、基礎底面位置より上部を剥ぎ取った地盤モデルとする。 

鉛直方向の入力地震動算定の概要を図-3-6 に示す。入力地震動の算定に使用す

る解析コードは「Nshake(株式会社ニュージェック)」である。 

Sd-D による地盤の地震応答解析結果を図-3-7 に、分離精製工場(MP)の基礎底面

位置における鉛直方向の入力地震動の加速度時刻歴波形及び加速度応答スペクト

ルを図-3-8及び図-3-9に示す。 

  









 

別添-1-3-23 

 

4. 解析モデル 

4.1 水平方向の解析モデル 

水平方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した曲げせん断型の多質点系

モデルとする。NS 方向は 29通りから 15通りが壁構造、14通りから 8通りがラーメン構

造であり、構造種別が異なるため、2軸モデルとする。 

水平方向の解析モデルを図-4-1 及び図-4-2に、解析モデルの諸元を表-4-1から表-4-

3までに示す。 

解析モデルの諸元は、既往の設計及び工事の方法の認可「再処理施設に関する設計及

び工事の方法(その 1)」の構造図に基づき設定する。 

耐震壁のせん断の復元力特性は、図-4-3に示すトリリニア型のスケルトンカーブとし、

履歴特性は最大点指向型とする。曲げの復元力特性は、図-4-4 に示すトリリニア型のス

ケルトンカーブとし、履歴特性はディグレイディングトリリニア型とする。せん断及び

曲げのスケルトンカーブを表-4-4から表-4-7までに示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版（以

下「JEAG4601-1991追補版」という。）に基づき、薄層要素法により振動数依存の複素ば

ねを算定し、地盤ばね定数は 0.1 Hz での実部(静的ばね値)により、減衰係数は地盤-建

家連成系 1 次固有円振動数での虚部の値と原点とを結ぶ直線の傾きにより、それぞれ設

定する。底面地盤回転ばねは、基礎の浮き上がりを考慮する非線形ばねとする。底面地盤

ばねの評価に使用する解析コードは「SuperFLUSH/3D(株式会社構造計画研究所)」である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を表-4-8及び表-4-9に、地盤ばね定数及び減衰係数の設定

方法の概要を図-4-5 に、底面地盤回転ばねの非線形特性(転倒モーメント-回転角関係)を

図-4-6に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエネ

ルギーに比例した値として算定する。建家の減衰定数は鉄筋コンクリート部 3％、鉄骨部

2％とする。 

建家の地震応答解析に使用する解析コードは「NUPP4(鹿島建設株式会社)」である。 
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表-4-1 解析モデルの諸元(NS方向)  

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

回転慣性 

重量 

(×105 kN･m2) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(×102 m4) 

1 28.440 28860 － 1 21.85 112.4 

2 24.700 43175 － 2 40.88 224.1 

3 20.620 45050 － 3 80.58 423.1 

4 17.220 60640 － 4 129.3 657.0 

5 13.480 82990 － 5 244.3 917.7 

6 9.740 73230 － 6 331.6 1076 

7 6.000 97770 － 7 392.5 1476 

8 24.800 1665 － 8 0.000791※ - 

9 17.220 5850 － 9 15.91 2.25 

10 13.480 3720 － 10 25.16 15.18 

11 9.740 6170 － 11 52.4 25.71 

12 6.000 11430 － 12 57.73 38.22 

13 2.260 182490 － 13 4784.7 22762 

14 1.000 182490 3964 14 0.102 0.0002364 

※ 部材番号 8はせん断剛性及び曲げ剛性を考慮した等価せん断断面積とする。 
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表-4-2 解析モデルの諸元(NS方向)（ばね要素） 

部材番号 床ばね(×104 kN/m) 

15 0.210 

16 7.40 

17 60.5 

 

表-4-3 解析モデルの諸元(EW方向) 

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

回転慣性 

重量 

(×105 kN･m2) 

部材 

番号 

せん断 

断面積 

(m2) 

断面二次 

モーメント 

(×102 m4) 

1 28.440 28860 － 1 24.49 59.82 

2 24.700 44840 － 2 33.02 98.51 

3 20.620 45050 － 3 59.93 158.6 

4 17.220 66490 － 4 133.9 339.5 

5 13.480 86710 － 5 246.8 597.0 

6 9.740 79400 － 6 293.4 614.4 

7 6.000 109200 － 7 405.2 968.1 

8 2.260 182490 － 8 4784.7 35037 

9 1.000 182490 6082  
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図-4-3 せん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係) 

 

 

 

図-4-4 曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係) 

 

  

0 γγ 1 γ 2 γ 3

τ

τ 1

τ 2

τ 3

τ ： 第 一 折 点 の せ ん 断 応 力 度

τ ： 第 二 折 点 の せ ん 断 応 力 度

τ ： 終 局 点 の せ ん 断 応 力 度

γ ： 第 一 折 点 の せ ん 断 ひ ず み

γ ： 第 二 折 点 の せ ん 断 ひ ず み

γ ： 終 局 点 の せ ん 断 ひ ず み

1

2

3

1

2

3

0 φφ 1 φ 2 φ 3

Ｍ

Ｍ 1

Ｍ 2

Ｍ 3
Ｍ ： 第 一 折 点 の 曲 げ モ ー メ ン ト

Ｍ ： 第 二 折 点 の

Ｍ ： 終 局 点 の

φ ： 第 一 折 点 の 曲 率

φ ： 第 二 折 点 の 曲 率

φ ： 終 局 点 の 曲 率

1

2

3

1

2

3

曲 げ モ ー メ ン ト

曲 げ モ ー メ ン ト
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表-4-4 せん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、NS方向) 

部材 

番号 

τ１ 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 

1 1.64 0.182 2.19 0.545 2.71 4.000 

2 1.86 0.206 2.40 0.619 2.69 4.000 

3 1.76 0.196 2.26 0.588 2.34 4.000 

4 1.85 0.205 2.30 0.616 2.56 4.000 

5 1.78 0.198 2.26 0.594 2.43 4.000 

6 1.73 0.192 2.21 0.576 2.36 4.000 

7 1.81 0.201 2.32 0.604 2.49 4.000 

9 1.93 0.215 2.14 0.347 2.68 1.819 

10 1.85 0.206 2.23 0.442 2.81 2.875 

11 1.56 0.174 2.11 0.521 2.69 4.000 

12 1.63 0.181 2.20 0.543 2.86 4.000 

 

表-4-5 曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、NS方向) 

部材 

番号 

M1 

(×105 kN･m) 

φ1 

(×10-5 1/m) 

M2 

(×105 kN･m) 

φ2 

(×10-5 1/m) 

M3 

(×105 kN･m) 

φ3 

(×10-5 1/m) 

1 6.82 0.28 8.65 2.90 14.24 58.03 

2 20.35 0.42 29.52 2.86 43.15 57.25 

3 32.03 0.35 46.97 2.55 67.82 50.92 

4 45.88 0.32 75.45 2.66 123.30 53.25 

5 53.20 0.27 118.20 2.57 190.20 51.41 

6 70.36 0.30 133.50 2.83 209.20 56.56 

7 105.60 0.33 186.50 2.85 285.20 57.01 

9 0.59 1.22 0.78 15.08 1.34 264.10 

10 2.33 0.71 2.87 7.49 4.93 143.50 

11 5.19 0.94 6.05 9.64 10.60 192.80 

12 7.48 0.91 8.84 9.07 17.35 181.30 

14※ 0.1584 326.85 - - - - 

※ 部材番号 14の鉄骨部の復元力特性はバイリニアとする。 
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表-4-6 せん断のスケルトンカーブ(τ-γ関係、EW方向) 

部材 

番号 

τ１ 

(N/mm2) 

γ1 

(×10-3) 

τ2 

(N/mm2) 

γ2 

(×10-3) 

τ3 

(N/mm2) 

γ3 

(×10-3) 

1 1.60 0.178 2.17 0.535 2.84 4.00 

2 1.80 0.200 2.44 0.601 2.83 4.00 

3 1.85 0.206 2.35 0.617 2.53 4.00 

4 1.85 0.206 2.29 0.618 2.53 4.00 

5 1.80 0.200 2.27 0.600 2.42 4.00 

6 1.86 0.207 2.28 0.622 2.38 4.00 

7 1.85 0.205 2.33 0.616 2.41 4.00 

 

 

表-4-7 曲げのスケルトンカーブ(M-φ関係、EW方向) 

部材 

番号 

M1 

(×105 kN･m) 

φ1 

(×10-5 1/m) 

M2 

(×105 kN･m) 

φ2 

(×10-5 1/m) 

M3 

(×105 kN･m) 

φ3 

(×10-5 1/m) 

1 5.42 0.42 7.21 4.22 12.20 84.48 

2 10.60 0.50 13.49 4.13 21.91 82.67 

3 18.15 0.53 24.82 4.04 36.87 80.75 

4 35.13 0.48 58.78 3.82 91.30 76.45 

5 60.04 0.47 95.60 3.72 148.90 74.48 

6 63.34 0.48 110.60 3.88 168.80 77.63 

7 93.29 0.45 146.00 3.66 224.30 73.13 
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表-4-8 地盤ばね定数及び減衰係数(NS方向、Sd-D) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Sd-D 底面 
水平 KH 9.976×107 5.106×106 

回転 KR 1.788×1011 4.870×109 

 

表-4-9 地盤ばね定数及び減衰係数(EW方向、Sd-D) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(水平：kN/m) 

(回転：kN･m/rad) 

減衰係数 C 

(水平：kN･s/m) 

(回転：kN･m･s/rad) 位置 成分 記号 

Sd-D 底面 
水平 KH 9.814×107 5.318×106 

回転 KR 2.655×1011 8.471×109 
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4.2 鉛直方向の解析モデル 

鉛直方向の解析モデルは、建家と地盤の相互作用を考慮した多質点系モデルとする。

建家部分は質点を水平及び鉛直方向のばね等で連結しモデル化する。鉛直方向の解析

モデルを図-4-7に、解析モデルの諸元を表-4-10及び表-4-11に示す。 

解析モデルの諸元は、既往の設計及び工事の方法の認可「再処理施設に関する設計

及び工事の方法(その 1)」の構造図に基づき設定し、設置されているダンパー付き鋼

管を考慮する。解析モデル（ダンパーつき鋼管部）の諸元を表-4-12に示す。 

基礎下の底面地盤ばねは、JEAG4601-1991追補版に基づき、薄層要素法により算定

する。底面地盤ばねの評価に使用する解析コードは「SuperFLUSH/3D(株式会社構造計

画研究所)」である。 

地盤ばね定数及び減衰係数を表-4-13 に示す。 

建家の減衰はモード減衰として与え、各次のモード減衰定数は建家各部のひずみエ

ネルギーに比例した値として算出する。建家の減衰定数は鉄筋コンクリート部 3％、

鉄骨部 2％とする。 
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表-4-10 解析モデルの諸元(鉛直方向) 

質点 

番号 

高さ 

T.P.(m) 

重量 

(kN) 

部材 

番号 

軸ばね 

(×1010 N/m) 

せん断 

断面積 

(cm2) 

断面二次 

モーメント 

(×106 cm4) 

1 28.440 28860 1 49.42 － － 

2 24.700 43611 2 53.17 － － 

3 20.620 45050 3 115.77 － － 

4 17.220 66022 4 169.00 － － 

5 13.480 86710 5 262.81 － － 

6 9.740 79400 6 360.15 － － 

7 6.000 109200 7 426.86 － － 

8 2.260 182490 8 8164.30 － － 

9 1.000 182490 11 － 56.17 0.861 

10 24.800 336 12 － 47.46 0.861 

11 24.800 179 13 － 47.46 0.861 

12 24.800 179 14 － 56.17 0.861 

13 24.800 179 15 － 53.90 0.955 

14 24.800 336 16 － 37.20 0.955 

15 17.220 156 17 － 37.20 0.955 

16 17.220 156 18 － 53.90 0.955 

17 17.220 156 
 

21 20.620 20 
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表-4-11 解析モデルの諸元(鉛直方向)（ばね要素） 

部材 

番号 

軸ばね 

(N/m) 

回転ばね 

(N･m/rad) 

9 2.75×109 2.352×108 

10 2.75×109 2.352×108 

 

表-4-12 解析モデルの諸元（ダンパーつき鋼管部） 

部材 

番号 

減衰係数、軸ばね 

(N･s/m、N/m) 

備考 

19 1.0×106 減衰係数 

20 1.25×108 軸ばね 

 

表-4-13 地盤ばね定数及び減衰係数(鉛直方向、Sd-D) 

地震動 
地盤ばね ばね定数 K 

(kN/m) 

減衰係数 C 

(kN･s/m) 位置 成分 記号 

Sd-D 底面 鉛直 KV 1.389×108 1.188×107 
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5. 解析結果 

5.1 固有値解析結果 

解析モデルの固有値解析結果を表-5-1に示す。Sd-D による刺激関数を図-5-1 から

図-5-8 までに示す。 
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表-5-1 固有値解析結果(Sd-D) 

方向 次数 
固有周期 

(s) 

振動数 

(Hz) 
刺激係数 備考 

NS 

1 0.398 2.51 1.349  

2 0.199 5.02 1.484 全体 1次 

3 0.103 9.66 -0.382  

4 0.077 12.92 -0.178  

5 0.050 20.05 0.058  

6 0.044 22.58 -0.163  

7 0.032 30.99 0.036  

8 0.025 39.70 0.017  

EW 

1 0.202 4.956 1.524 全体 1次 

2 0.104 9.571 -0.415  

3 0.084 11.85 -0.188  

4 0.047 21.32 0.106  

5 0.033 30.23 -0.036  

6 0.027 37.39 0.021  

7 0.021 48.54 0.011  

8 0.016 61.10 0.006  

UD 

1 0.304 3.29 1.676  

2 0.210 4.76 2.866  

3 0.157 6.36 -1.913 全体 1次 

4 0.096 10.43 0.000  

5 0.080 12.51 0.000  

6 0.062 16.12 0.052  

7 0.053 18.88 0.053  

8 0.036 27.92 -0.180  

 

  








